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はじめに 
 
平成１９年６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、平成２０年度から、教

育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果

に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表することとなりました。また、点検及び

評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとされました。 
 
文部科学省では、この教育委員会の点検・評価の導入の目的として、教育委員会が事前に立てた基本方針

にそって具体的な教育行政が執行されているかどうかについて、教育委員会自らが事後にチェックするこ

とにより、その活動を充実させていくこととしております。 
さらに、評価の結果を議会に提出し、公表することにより、住民の代表である議会及び地域住民への説明

責任を果たすとともに、教育委員会の点検・評価に対する評価がなされるとしております。 
 
 小樽市教育委員会では、令和元年１２月に、これまでの小樽市学校教育推進計画と、小樽市社会教育推

進計画を一本化し、「小樽市教育推進計画」を策定し、令和６年度には、計画策定後に生じた変化や各計画

の進捗状況を踏まえて取組内容の修正等を行うため、計画の改定を行いました。 
 

小樽市教育委員会としましては、教育の充実に努めているところであり、小樽市教育推進計画に基づき、

執行した事務を点検及び評価し、報告書を作成しました。 
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１ 点検及び評価の対象 
 点検及び評価の対象は令和５年度の事務とし、教育委員会の活動の状況、小樽市教育推進計画に基づき

執行された事務、その他学校保健安全法や学校給食法などに基づく事務について点検及び評価を行いまし

た。 
 

２ 教育委員会の活動状況 

 

１）教育委員会 会議の開催状況 

教育委員会は毎月定例で開催する定例会と必要の都度開催する臨時会があります。 
開催回数は以下のとおりです。 
定例会   １２回   臨時会   ６回 

 
２）教育委員会の審議案件 

令和６年度中に教育委員会で審議された案件については下記のとおりです。 
開催年月日 案 件 

令和６年 

第４回定例会 

令和６年４月２５日 

（議案） 
・小樽市学校給食センター運営委員会委員の委嘱案 
・小樽市社会教育委員の委嘱案 
・小樽市奨学生選考委員会委員の委嘱案 
・小樽市美術館協議会委員の任命案 
・小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例施行規則の一部を改

正する規則案 
・令和７年春の叙勲候補者の推薦案 
・職員の訓戒について 
（協議） 
・小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例の一部を改正する条

例案 
・「重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店保存活用計画」の策定につい

て 
（報告） 
・令和６年度小樽市立小中学校の入学式の状況について 
・令和６年度全国学力・学習状況調査について 
・令和５年度学校評価について 
・第３６回おたる運河ロードレース大会について 
・小樽市スポーツ推進委員の委嘱について 
・令和５年度監査報告について 

令和６年 

第５回定例会 

令和６年５月３０日 

（議案） 
・市立小樽図書館協議会委員の任命案 
・小樽市奨学生選考委員会委員の委嘱案 
・令和７年度使用小樽市中学校用教科用図書調査委員会要領案 
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・令和７年度使用小樽市中学校用教科用図書調査委員会への諮問について 
・令和７年度使用小樽市小学校用教科用図書調査委員会委員の任命及び 

委嘱案 
・令和６年度小樽市奨学生の決定案 
・令和６年度小樽市一般会計補正予算に係る意見の申出案 
・小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例の一部を改正する条

例案に係る意見の申出案 
（協議） 
・小樽市いじめ防止基本方針の改定について 
（報告） 
・第５回日本博物館協会賞の受賞決定について 
・学校給食のアレルギー対応について 
・学校運営協議会委員の任命状況について 
・新総合体育館整備事業について 
・任用前の教諭による業務実施について 

令和６年 

第６回定例会 

令和６年６月２７日 

（議案） 
・市立小樽図書館協議会委員の任命案 
・市立小樽美術館協議会委員の任命案 
・小樽市社会教育委員の委嘱案 
・小樽市スポーツ推進審議会委員の委嘱案 
・学校職員の訓戒について 
（報告） 
・第３６回おたる運河ロードレース大会の開催結果について 
・小樽市文化芸術審議会委員の委嘱について 
・第５２回小樽市民大学講座について 
・令和７年度使用小樽市中学校用教科用図書調査委員会における教科用図

書調査研究の観点について 
・公立高等学校配置計画案（令和７年度（２０２５年度）～９年度（２０

２７年度））及び令和７年度（２０２５年度）公立特別支援学校配置計画

案について 
・新総合体育館整備事業について 

令和６年 

第２回臨時会 

令和６年７月１９日 

（議案） 
・学校職員の処分内申について 

令和６年 

第７回定例会 

令和６年７月２５日 

（議案） 
・小樽市総合博物館協議会委員の任命案 
・市立小樽図書館協議会委員の任命案 
・小樽市立学校における働き方改革行動計画（第３期）案について 
（協議） 
・令和６年度教育委員会の事務の点検及び評価報告書案について 
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・令和６年度全国学力・学習状況調査結果の公表について 
（報告） 
・小中学校における冷房設備の整備状況について 
・令和７年度使用小樽市中学校用教科用図書の答申について 
・令和６年度全国学力・学習状況調査結果について 
・潮見台小学校児童の交通事故について 

令和６年 

第３回臨時会 

令和６年８月２１日 

（議案） 
・令和６年度小樽市一般会計補正予算に係る意見の申出案 

令和６年 

第８回定例会 

令和６年８月２９日 

（議案） 
・令和７年度使用小樽市中学校用教科用図書の採択について 
・令和７年度使用小樽市中学校用教科用図書の採択理由書について 
・令和７年度使用小樽市中学校用教科用図書採択結果の公表方法について 
・小樽市いじめ防止基本方針の改定案 
（報告） 
・「小樽市教育推進計画」、「第２次小樽市文化芸術振興基本計画」及び「小

樽市子どもの読書活動推進計画」中間見直しについて 
・フッ化物洗口の実施について 
・新総合体育館整備事業について 
・令和６年度標準学力調査結果について 
・令和６年度全国学力・学習状況調査結果について 
・令和６年度学習及び生活習慣等に関するアンケートについて 

令和６年 

第４回臨時会 

令和６年９月１０日 

（議案） 
・令和６年度教育委員会の事務の点検及び評価報告書について 

令和６年 

第９回定例会 

令和６年９月２６日 

（議案） 
・小樽市社会教育委員の委嘱案 
（報告） 
・令和６年度 第７５回 小樽市文化祭について 
・公立高等学校配置計画（令和７年度（２０２５年度）～９年度（２０２

７年度））及び令和７年度（２０２５年度）公立特別支援学校配置計画に

ついて 
・新総合体育館整備事業について 

令和６年 

第１０回定例会 

令和６年１０月３１日 

（議案） 
・令和７年秋の叙勲候補者の推薦案 
・学校職員の処分内申について 
（協議） 
・令和６年度教育費補正予算案について 
・小樽市総合博物館条例及び小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支

店条例の一部を改正する条例案 
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（報告） 
・令和６年度北海道文化賞の受賞について 
・令和７年小樽市二十歳を祝う会について 
・いじめ防止キャンペーンの実施について 
・いじめ防止標語について 
・小樽市立忍路中央小学校・忍路中学校オープンキャンパスについて 
・市内児童の死亡事案について 

令和６年 

第５回臨時会 

令和６年１１月２６日 

（議案） 
・令和６年度小樽市一般会計補正予算に係る意見の申出案 
・小樽市総合博物館条例及び小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支

店条例の一部を改正する条例案に係る意見の申出案 
・公の施設の指定管理者の指定に係る意見の申出案 

令和６年 

第１１回定例会 

令和６年１１月２８日 

（議案） 
・「小樽市子どもの読書活動推進計画」の中間見直しについて 
・「小樽市教育推進計画」の中間見直しについて 
（報告） 
・小樽市スポーツ推進委員の解嘱について 
・小樽市における児童生徒に関する調査結果について 
・いじめ防止標語について 
・総合博物館の電気機関車ＥＤ７６形展示整備について 
・「第２次小樽市文化芸術振興基本計画」の中間見直しについて 
・重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店 指定管理者候補者の選定につ

いて 
・新総合博物館整備事業について 

令和６年 

第１２回定例会 

令和６年１２月２６日 

（議案） 
・学校職員の訓戒について 
（協議） 
・令和７年度教育費予算案について 
・令和６年度教育費補正予算案について 
（報告） 
・令和６年度 第５２回小樽市民大学講座の実績について 
・令和６年度小樽市一般会計補正予算に係る意見の申出（臨時代理）につ

いて 
・市内の感染症の状況について 

令和７年 

第１回定例会 

令和７年１月３０日 

（議案） 
・小樽市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令案 
・小樽市総合博物館条例施行規則の一部を改正する規則案 
（報告） 
・令和７年小樽市二十歳を祝う会について 
・令和６年度文部科学大臣優秀教職員表彰の受賞について 
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・令和７年度全国学力・学習状況調査について 
・第３７回おたる運河ロードレース大会の日程について 
・新総合体育館整備事業について 
・令和６年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査結果について 

令和７年 

第１回臨時会 

令和７年２月１０日 

（議案） 
・令和７年度小樽市一般会計予算に係る意見の申出案 
・令和６年度小樽市一般会計補正予算に係る意見の申出案 

令和７年 

第２回定例会 

令和７年２月２０日 

（議案） 
・小樽市教育推進計画の改定について 
・小樽市子どもの読書活動推進計画の改定について 
・令和７年度小樽市教育行政執行方針について 
・教職員の人事異動の内申について 
（報告） 
・第２次小樽市文化芸術振興基本計画の改定について 
・日本遺産認定について 
・令和７年度学校給食費について 

令和７年 

第２回臨時会 

令和７年３月１９日 

（議案） 
・人事異動について 

令和７年 

第３回定例会 

令和７年３月２７日 

（議案） 
・小樽市体育施設使用規則の一部を改正する規則案 
・小樽市交通災害遺児奨学規則の全部を改正する規則案 
（報告） 
・小樽市青少年スポーツ賞の受賞者について 
・重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店保存修理工事の完了について 
・令和６年度北海道教育実践表彰の受賞について 
・令和６年度小中学校卒業式の状況について 
・令和７年度指定校等の状況について 
・令和７年度小樽市教育委員会研修プログラム等について 
・令和７年度小樽市教育研究所事業概要について 
・教職員の人事異動について 

 
３）教育委員の学校訪問 
 令和６年度は以下の学校を訪問し、授業の様子や施設の状況を視察し、校長から学校経営状況等につい

ての説明を受けました。 
訪問年月日 訪問した学校 訪 問 内 容 

令和 ６年 ７月 ５日 花園小学校 授業の様子や施設の状況を視察 
令和 ６年 ７月１０日 山の手小学校 授業の様子や施設の状況を視察 
令和 ６年 ７月１８日 朝里中学校 授業の様子や施設の状況を視察 
令和 ６年１１月 ６日 桜小学校 授業の様子や施設の状況を視察 
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令和 ６年１１月１５日 北陵中学校 授業の様子や施設の状況を視察 
令和 ６年１１月１９日 潮見台小学校 授業の様子や施設の状況を視察 
令和 ７年 １月２４日 潮見台中学校 授業の様子や施設の状況を視察 
令和 ７年 ２月 ３日 菁園中学校 授業の様子や施設の状況を視察 

 
４）入学式及び卒業式の出席状況 
 教育委員が入学式に出席した学校は、以下のとおりです。 

入学式年月日 出席した学校 
令和 ６年 ４月 ８日 高島小学校、花園小学校、潮見台小学校、朝里小学校、菁園中学校、松ヶ

枝中学校、桜町中学校、望洋台中学校 
教育委員が卒業式に出席した学校は、以下のとおりです。 

卒業式年月日 出席した学校 
令和 ７年 ３月１４日 菁園中学校、松ヶ枝中学校、桜町中学校 
令和 ７年 ３月１８日 桜小学校 
令和 ７年 ３月１９日 奥沢小学校、朝里小学校、桂岡小学校 

 
５）教育委員勉強会の開催状況 

教育委員勉強会の開催状況は、以下のとおりです。 

開催年月日 内 容 
令和 ６年 ７月２５日 教科書採択について 
令和 ６年 ８月 ５日 教科書採択について 
令和 ６年１０月２６日 総合教育会議について 

 
６）その他主な行事への教育委員の出席状況 

教育委員が出席した各種行事は以下のとおりです。 
開催年月日 内 容 

令和 ６年 ５月 ７日 小樽市父母と教師の会連合会定期総会 
令和 ６年 ６月１６日 第３６回おたる運河ロードレース大会 
令和 ６年 ８月２２～ 

２３日 
北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会 

令和 ６年１０月１９日 第１０回小樽こどもの詩
ポエム

コンクール表彰式 
令和 ６年１０月２３日 小樽市ＰＴＡ連合会全市研究大会兼教育講演会 
令和 ６年１１月 ９日 第１０回小樽音読カップ 
令和 ６年１１月２３日 小樽市父母と教師の会連合会第７７回教育功労者表彰式 
令和 ６年１２月１６、 
     １８、２０日 

令和６年度「いじめ防止標語」賞状伝達 

令和 ７年 １月１２日 令和７年小樽市二十歳を祝う会 
令和 ７年 ２月１０日 令和６年度「いじめ防止標語」賞状伝達 
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３ 総合教育会議の開催状況 

 総合教育会議は、市長と教育委員会との協議及び調整を行うため市長が設置するものです。 
令和６年度の開催状況は以下のとおりです。 

開催年月日 議 題 
令和６年度 
第１回総合教育会議 
令和６年１１月１４日 

①児童死亡案件について 

令和６年度 
第２回総合教育会議 
令和６年１２月２６日 

①通学路の安全対策について 

②英語教育の充実について 

③不登校児童生徒への対応について 

④特別支援教育の充実について 

⑤健康対策（フッ化物洗口）について 

令和６年度 
第３回総合教育会議 
令和７年３月２７日 

①小樽市不登校対応マニュアル（案）について 

 
 
４ 事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 

小樽市教育推進計画を基に執行された事務について、管理及び執行の状況の点検及び評価を行いました。 
 

評 価 項 目 一 覧 
 

目標１ 未来を創る力の育成 

目標２ 豊かな心の育成 

目標３ 健やかな体の育成 

目標４ 家庭・地域との連携・協働の推進 

目標５ 学びと育ちをつなぐ学校づくりの実現 

目標６ 生涯各期における学習機会の充実 

目標７ 文化芸術の振興と文化遺産の保存活用 

目標８ 生涯スポーツ・レクリエーションの振興 

 

 

※ 令和６年度決算に関する数値については、今後市議会で決算認定の審議を受ける予定です。 
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目標１  未来を創る力の育成 

  急激な社会的変化の中にあっても、子どもたちが未来の創り手となるために必要な資質能力を身

に付けることができる学校教育の充実に取り組みます。 
 

施策項目１  確かな学力の育成 

  基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図るとともに、「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた授業改善を通して、子どもたちの学習に対する意欲を一層高める指導の充実に努めます。 

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

授業改善の推進 

「小樽授業づくりの５つのＳＴＥＰ！！」に基づいた「主体的・対話的で深い

学び」の視点からの授業改善に向け、各学校における研修の充実を図るよう指導

し、児童生徒が主体的に学び、考え、表現する授業の充実を図るとともに、「新し

いかたちの学び推進教員」が、市内小学校を訪問し、ＩＣＴの効果的な活用を推

進しました。 

全国学力・学習状況調

査結果の公表 

学力向上検討委員会の

設置 

全国学力・学習状況調査結果を分析し、本市の課題を明らかにするとともに、

学力向上検討委員会を設置し、国語、算数・数学、理科、外国語における各課題

解決につなげる「実践資料」を作成し、全小中学校への周知を図りました。 

標準学力調査の実施と

活用 

 小学校３年生、５年生、中学校２年生を対象に、国語、算数・数学、英語（中

学生）の到達度を調査する標準学力調査を実施し、各校において学力面の課題を

把握した上で、全小中学校で校内研修や授業改善等に生かす取組を実施しました。 

樽っ子学校サポート事

業の実施 

 放課後や長期休業中等の学習支援として市内在住の大学生及び高校生を各小

中学校等に延べ１８６名派遣し、学習サポートを実施しました。延べ２，８３２

名の児童生徒が本事業に参加し、学校と地域の連携・協働の推進に努めました。 

小樽子どもの詩コンク

ールの実施 

 市内小学校３，２７８名、中学校１，５０３名の計４，７８１名から作品の提

出があり、表彰式を小樽経済センターにて開催しました。 

音読の推進 
 小樽音読カップを１１月１８日、小樽市民会館にて開催し、市内小学生５５名、

中学生２０名、計７５名が参加しました。 

ＩＣＴ機器等を活用し

た教育の充実 

 ＩＣＴ支援事業者を全小中学校へ派遣し、１人１台端末の活用を推進するととも

に、教職員向けＩＣＴ活用研修講座を集合形式及びオンデマンド形式により２回開

催し、計２７１名が参加するなど、児童生徒の指導に資する取組を進めました。 

生活習慣の改善 

「生活リズムチェックシート」の Chromebook 版や小樽市小中学校体力向上検討

委員会健康部会作成の啓発資料を活用し、本市の児童生徒の望ましい学習習慣及

び生活習慣に対する関心や意欲を高める取組を実施しました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

全国学力・学習状況調査
の児童生徒質問調査等にお
いて、国語、算数・数学が「好
き」「どちらかと言えば好
き」と回答した児童生徒の
割合 

小学校国語 
69.6% 

小学校算数 
68.2% 

中学校国語 
51.8% 

中学校数学 
50.4% 

小学校国語 
63.6% 

小学校算数 
68.9% 

中学校国語 
57.8% 

中学校数学 
54.1% 

小学校国語 
66.3% 

小学校算数 
67.1% 

中学校国語 
60.7% 

中学校数学 
57.5% 

小学校国語 
63.0% 

小学校算数 
66.2% 

中学校国語 
65.1% 

中学校数学 
54.2% 

小学校国語 
71.1% 

小学校算数 
68.5% 

中学校国語 
65.4% 

中学校数学 
55.0% 

小学校国語 
69.9% 

小学校算数 
64.7％ 

中学校国語 
70.9％ 

中学校数学 
53.4％ 

小学校国語 
70.0% 

小学校算数 
70.0% 

中学校国語 
70.0% 

中学校数学 
70.0% 

② 

全国学力・学習状況調査
の児童生徒質問調査等にお
いて、「学級の友達との間で
話し合う活動を通して、自
分の考えを深めたり、広げ
たりすることができている
と思いますか」という質問
に対して、「そう思う・どち
らかといえばそう思う」と
回答した児童生徒の割合 

小学校 
77.5% 
中学校 
71.1% 

小学校
75.9% 
中学校
80.1% 

小学校 
80.8% 
中学校 
75.6% 

小学校 
74.5% 
中学校 
76.7% 

小学校 
82.6% 
中学校 
76.0% 

小学校 
88.7％ 
中学校 
82.3％ 

小学校 
90.0% 
中学校 
90.0% 

③ 

 全国学力・学習状況調査
の児童生徒質問調査等にお
いて、「平日、家庭学習を全
くしない」と回答した児童
生徒の割合 

小学校   
2.8% 
中学校 
10.7% 

小学校
3.1%  
中学校
5.4% 

小学校 
2.7% 
中学校 
5.8% 

小学校 
1.9% 
中学校 
10.4% 

小学校 
2.5% 
中学校 
9.5% 

小学校 
3.3％ 
中学校 
6.4％ 

小学校 
0% 

中学校 
0% 
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目標に対する評価と取組 

① 国語は、小中学校とも全道・全国と比べ学習意欲が高く、算数・数学は、小学校で全道・全国と

比べ学習意欲が高いものの、中学校で全国を下回り課題が残りました。各学校管理職と教諭で構成

した「学力向上検討委員会」を設置して、課題領域に基づく「実践資料」を作成し、全小中学校で

の活用を促進することで、学習意欲の向上を図る取組を推進しました。 

国語（小：市 69.9％、道 61.9％、国 62.0％  中：市 70.9％、道 67.5％、国 64.3％） 

算数・数学（小：市 64.7％、道 57.6％、国 61.0％  中：市 53.4％、道 52.2％、国 57.2％） 

② 「小樽授業づくりの５つのＳＴＥＰ！！」を配付し、子どもが主体となって活動する場面を授業

に位置付けるよう、各学校に指導しました。「学級の友達との間で話し合う活動を通して、自分の考

えを深めたり、広げたりすることができていると思う」割合は、小中学校ともに前年度と比べ、改

善が見られました。 

③ 家庭学習については、学年×１０分＋１０分を目安に各学校が工夫して取り組んだものの、「平

日、家庭学習を全くしない」と回答した児童生徒は、小学校においては増加してしまいました。一

方、中学校においては改善が見られました。 

 

主な今後の展開 

各学校が、「小樽授業づくりの５つのＳＴＥＰ！！」に基づき、指導方法の工夫改善を進めるとと

もに、児童生徒の学習習慣の確立に向け、校内研修を活性化させた取組を推進するよう引き続き指

導します。 

  全国学力・学習状況調査結果は、「学力向上検討委員会」で分析し、改善に向けた具体的な取組を

小中学校に発信し指導していきます。 
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施策項目２  特別支援教育の充実 

  特別な教育的支援を必要とする児童生徒の一人ひとりのニーズを把握し、適切な支援を受けられ

るよう、関係機関と連携を図り、就学時から学校卒業後まで一貫した支援が行えるよう関係機関と

連携を図り、特別支援学級や通級指導教室の更なる充実を図ります。 

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

「個別の教育支援計画」、

「個別の指導計画」の活

用促進 

 特別支援学級及び通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒の

「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を全小中学校で対象となる児

童生徒数分作成し、長期的な支援に向けて、保護者、関係機関との連携を図る

よう指導及び助言しました。 

通級指導教室の充実 

 障がいの特性に応じた効果的な指導を行うことができるよう、通級指導教室

担当者会議を開催し、情報交換を行いました。令和６年度は集合形式で８回実

施するとともに、道教委主催の通級指導専門性向上研修の周知及び参加促進を

行いました。 

特別支援教育に関する研

修講座の開催、参加促進 

 特別支援教育研修講座をオンデマンドで７月から８月の期間に開催し、通常

学級において支援が必要な児童生徒への対応について研修するとともに、北海

道教育委員会主催の特別支援教育に関する研修等の周知及び参加促進を行い

ました。 

特別支援連携協議会の開

催 

 特別な教育的支援を必要とする子どもに一貫した相談、指導及び支援を行い

特別支援教育の理念を実現するために、関係機関が連携の強化を図ることを目

的とした特別支援連携協議会を令和７年１月に集合形式で開催しました。 

学校教育指導による校内

体制の充実 

 特別支援教育担当指導主事が６５回学校を訪問し、特別支援学級の適切な運

営、特別な支援が必要な児童生徒への適切な指導及び支援の方法について、指

導及び助言を行いました。 

教育相談体制の整備  教育支援委員会による相談手続き等について６回各校へ周知しました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

通常学級に在籍する特別
な教育的支援を必要とする
児童生徒の個別の指導計画
の作成 

小学校 
82.0% 
中学校 
49.0% 

小学校 
77.6% 
中学校 
84.5% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

② 
 特別支援教育コーディネ
ーターのうち、特別支援教
育専門研修を受講した割合 

小学校 
95.5% 
中学校 
78.6% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

 

目標に対する評価と取組 

① 特別支援教育担当指導主事が特別支援学級を開設している全ての小中学校を訪問し、児童生徒の

実態把握、個別の指導計画の作成や活用方法、教室の設置状況及び特別の教育課程の編成等の指導

及び助言を行いました。各学校においては、個別の指導計画が整理され、校内委員会等にて情報共

有が図られました。 

 

② 小中学校の特別支援教育コーディネーターの研修履歴を把握し、未受講の教員に対して道教委主

催の専門研修の受講を呼びかけたことにより、すべての特別支援教育コーディネーターが専門研修

を受講しました。 

 

主な今後の展開 

特別支援教育担当指導主事による学校訪問を通じ、各学校の支援体制の整備等について継続した

指導及び助言を行います。また、小樽市教育支援委員会の委員については、相談に必要な知識・技

術を高めるため、研修会への参加促進などを行い、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の望ま

しい就学支援に努めます。 
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施策項目３  国際理解教育の充実 

  児童生徒に対して、ＡＬＴ（学校に派遣する外国人外国語指導助手）と共に学ぶ機会を意図的に

創出することで、外国語を通して積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成に努める

とともに、国際理解を深める教育の充実に努めます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

小樽商科大学との連携 

 小樽商科大学の留学生に小樽イングリッシュキャンプやウィンターイングリ

ッシュスクールに協力してもらい交流する予定で依頼しましたが、テスト期間や

帰国と重なってしまい実施することができませんでした。 

小樽イングリッシュキ

ャンプの実施 

 夏休みに小学校５年生以上を対象に、ＡＬＴと共に活動する中で「生きた英語」

を学び、小樽の魅力を外国人に紹介する活動など、英語で「聞くこと」「話すこ

と」等による言語活動を通して、コミュニケーションを図る基礎を培いました。

小学生５・６年生と中学生に分けて実施し、５７名の児童生徒の参加がありまし

た。 

ウインターイングリッ

シュスクールの実施 

 冬休みに小学校３年生以上の小学生を対象に、ＡＬＴと共に活動する中で、「生

きた英語」を学び、外国語を通して積極的にコミュニケーションを図りました。

３・４年生、５・６年生と学年別日程で開催し、６７名の児童が参加しました。 

小樽ユネスコ協会等と

の連携 

 小樽ユネスコ協会主催の英語祭やユネスコスクールニコニコフェア in 高島小

学校にＡＬＴを派遣し、本市における国際交流事業との連携を推進するととも

に、参加した児童生徒及び来場した市民との交流を実施しました。 
 
達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

 小樽イングリッシュキャ
ンプ及びウインターイング
リッシュスクールの参加人
数 

118 名 
※1 

未実施 
※2 

260 名 
62 名 116 名 124 名 130 名 

② 

 中学校英語科における授
業での発話をおおむね（７
５％程度以上）英語で行って
いる英語担当教員の割合（延
べ人数） 

12.5% 29.5％ 17.8％ 11.8% 2.8％ 24.0％ 50.0% 

※1 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 

※2 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためオンデマンドで実施 
 

目標に対する評価と取組 

① 小樽イングリッシュキャンプでは、児童生徒はＡＬＴとコミュニケーションを取り、堺町通りで

小樽の魅力を外国人に英語で紹介する活動を行いました。また、ウインターイングリッシュスクー

ルでは、ゲームやアクティビティーを中心に、外国語を通して積極的にコミュニケーションを図ろ

うとする態度の育成に努め、国際理解を深める教育の充実に向け取り組みました。 
 
② 小樽市教職員研修プログラムにおいて、授業改善に資する研修講座を実施したことで、中学校英

語科における授業での発話をおおむね（７５％程度以上）英語で行っている英語担当教員の割合が

24.0%と増加しました。 
 
主な今後の展開 

児童生徒の発達段階に応じてＡＬＴとのコミュニケーションがとれるよう開催方法を工夫改善し、

国際理解教育の充実を図るため、多くのＡＬＴに協力してもらい小樽イングリッシュキャンプ及び

ウインターイングリッシュスクールの開催を検討します。 

中学校英語における英語科教員の授業力向上に向けては、学校訪問等における指導助言等を行う

とともに、授業での発話を英語で行う目標を達成できるよう、指導力向上につながる研修内容の充

実について検討してまいります。 
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施策項目４  理数教育の充実  

  児童生徒に対して、問題解決的な学習を基本に探究の過程を通して、「主体的・対話的で深い学び」

の視点から授業改善に取り組むとともに、日常生活や社会との関連を図るよう努めます。 

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

教員の指導力の向上 

 外部講師を招聘した研修講座を集合形式とオンデマンドで実施し、小学校算数

は５６名、中学校数学は３９名、理科は４６名が参加し、教員の指導力の向上に

努めました。 

関係機関及び関係団体

との連携 

 教育研究所の調査研究活動事業において、算数・数学の研究推進団体を指定し、

研究活動の推進及び成果の普及を図るとともに、「新版小学校理科教材おたるの

自然（デジタル版）」と「活用の手引き」の活用促進を図りました。また、ＮＰＯ

法人や民間企業等を講師とした実験教室やプログラミング体験教室を８回開催

するなど、関係機関及び団体と連携した取組を推進しました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

 全国学力・学習状況調査の
児童生徒質問調査等におい
て、「算数（数学）の勉強が好
きですか」という質問に対し
て、「当てはまる」「どちらか
といえば当てはまる」と回答
した児童生徒の割合 

小学校 
68.2% 
中学校 
50.4% 

小学校 
68.9% 
中学校 
54.1% 

小学校 
67.1% 
中学校 
57.5% 

小学校 
66.2% 
中学校 
54.2% 

小学校 
68.5% 
中学校 
55.0% 

小学校 
64.7% 
中学校 
53.4% 

小学校 
70.0% 
中学校 
70.0% 

② 

 全国学力・学習状況調査の
児童生徒質問調査等におい
て、「理科の勉強が好きです
か」という質問に対して、「当
てはまる」「どちらかといえ
ば当てはまる」と回答した児
童生徒の割合 

小学校 
83.6% 
中学校 
63.2% 

小学校 
81.8% 
中学校 
66.6% 

小学校 
78.5% 
中学校 
69.5% 

小学校 
82.3% 
中学校 
66.4% 

小学校 
81.5% 
中学校 
70.9% 

小学校 
92.0% 
中学校 
62.2% 

小学校 
90.0% 
中学校 
80.0% 

 

目標に対する評価と取組 

① 児童生徒が分かる授業をめざし、外部講師による算数・数学の示範授業や公開授業をとおして、

数学的な見方・考え方を働かせて思考する授業について理解を深めましたが、小中学校ともに「算

数（数学）の勉強が好き」の割合がやや減少しました。 

 

② 児童生徒が理科の知識を深く理解し、批判的思考力を身につけることをめざし、外部講師による

理科の示範授業や公開授業をとおして、理科の見方・考え方を働かせて思考する授業について理解

を深めました。「理科の勉強が好き」の割合は、小学校で増加しましたが、中学校では、減少しま

した。 

 

主な今後の展開 

算数・数学及び理科について、引き続き外部講師を招聘した研修講座を集合とオンデマンド等の

ハイブリット型で実施し、本市における理数教育の充実に向けた取組を進めます。 
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施策項目５  情報教育の充実  

  ＩＣＴを効果的に活用した「分かる授業づくり」や「おたるスマート７」の取組を通して、情報

モラルを含めた情報教育の充実に努めます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

ＩＣＴ機器の活用 

 「新しいかたちの学びの授業力向上推進グループ」が、小学校１５校を訪問し、

ＩＣＴを効果的に活用し、主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善に資する

支援を推進しました。 

プログラミング教育の

充実 

 各学校において１人１台端末等を活用し、プログラミング的思考を育む教育活

動が適切に実施されるよう学校訪問等において指導助言しました。 

情報モラル教育の推進 

（施策項目１２、２２

に再掲） 

 全小中学校において情報モラル教室を実施するとともに、小樽市情報モラル対

策委員会が保護者向けのネットパトロール体験会を２会場に分けて実施したほ

か、情報モラルに関する啓発動画を配信しました。 

教員研修の充実 

 児童生徒がＩＣＴ機器の操作能力や情報モラルを含む情報活用能力を身に付

けるため、教員向けの研修講座を開催し集合形式とオンデマンド配信を合わせ

て、７５名の参加がありました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

 「おたるスマート７」の児
童生徒アンケートにおいて、
「名前や顔写真などの個人
情報は公開しない」と回答し
た児童生徒の割合 

小学生 
96.0% 
中学生 
90.0% 

※1 
未実施 

小学生 
98.4% 
中学生 
93.7% 

小学生 
97.6% 
中学生 
95.2% 

小学生 
97.4% 
中学生 
95.7% 

小学生 
97.7% 
中学生 
96.6% 

小学生 
100% 

中学生 
100% 

② 

 全国学力・学習状況調査の
児童生徒質問調査等におい
て、「授業で、ＰＣ・タブレッ
トなどのＩＣＴ機器を、どの
程度使用しましたか」という
質問に対して、「ほぼ毎日」と
回答した児童生徒の割合 

小学生 
53.9% 
中学生 
35.8% 

 
※基準年度
(R6) 

    

小学生 
53.9% 
中学生 
35.8% 

小学生 
60.0% 
中学生 
60.0% 

※1 全国一斉臨時休業により例年どおりの実施が不可能となったため 

 

目標に対する評価と取組 

① 各小中学校において外部講師を活用した情報モラル教室を開催し、ネットトラブルについて注意

喚起を促すとともに、肖像権や著作権について指導するなどして情報教育の充実に努めました。  

 

② 小中学校ともに、全道・全国と比べ活用頻度が高く、１人１台端末を活用し分からないことを調

べたり、友だちと考えを共有したり比べたりすることで子どもが主体的に学ぶ授業を展開しました。 

 （小：市 53.9％、道 32.5％、国 25.3％  中：市 35.8％、道 34.8％、国 31.0％） 

 

主な今後の展開 

１人１台端末が整備され、児童生徒が日常の授業等で端末を積極的に活用したり、家庭に持ち帰

って課題を行ったりするなど、デジタル端末利用の時間や頻度が高まったことから、児童生徒及び

家庭で話し合い、主体的にルールを守れるよう引き続き取組を進めます。 
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施策項目６ キャリア教育の充実  

  「ふるさと小樽」の良さに気付き、自己の将来について考えを深めることができるよう、職場体

験などの体験活動の充実を図るとともに、地域の課題解決を社会の構成員の一員として主体的に担

うことができる力の育成に努めます。  
主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

キャリア教育の推進 
 各学校において、市内の企業等における職場体験や職業講話を実施するととも
に、１８校で、地元企業・人材によるキャリア教育推進に関わる出前授業を実施
しました。 

キャリア教育推進会議
の開催 

 児童生徒が、将来、社会人・職業人として自立していくことができるよう、小
中学校・高等学校等で実施しているキャリア教育について情報を共有し、体系的
なキャリア教育を推進するキャリア教育推進会議を２月に集合形式により実施
しました。 

進路説明会の開催 
 児童生徒及び保護者を対象に、市内及び近郊の高等学校等が、自校の特色ある
教育活動や卒業生の進路状況、就職状況についての説明をオンデマンド形式で実
施し、延べ１７３０回の視聴がありました。 

主権者教育の推進 

 各学校において、児童生徒に自分が社会の一員であり、主権者であるという自
覚をもたせることができるよう、社会科や道徳科、総合的な学習の時間などにお
いて、自分にできることや、自分に課せられた義務を果たすこと等について考え、
議論する学習に取り組むよう学校訪問等を通じて指導助言したほか、税務署等か
ら講師を招き、市内１３校で租税教室を実施しました。 

 
達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

 全国学力・学習状況調査
の児童生徒質問調査等にお
いて「将来の夢や目標を持
っている、どちらかといえ
ば持っている」と回答した
児童生徒の割合 

小学校 
82.8% 
中学校 
70.2% 

小学校 
79.3% 
中学校 
70.3% 

小学校 
78.2% 
中学校 
65.7% 

小学校 
77.3% 
中学校 
69.5% 

小学校 
79.2% 
中学校 
67.7% 

小学校 
81.9% 
中学校 
68.1% 

小学校 
90.0% 
中学校 
80.0% 

② 

 全国学力・学習状況調査
の児童生徒質問調査等にお
いて、「人の役に立つ人間に
なりたいと思いますか」と
いう質問に対して、「当ては
まる」「どちらかといえば、
当てはまる」と回答した児
童生徒の割合 

小学校 
94.0% 
中学校 
94.6% 

小学校 
96.5% 
中学校 
95.5% 

小学校
96.4% 
中学校 
92.9% 

小学校
95.3% 
中学校 
93.5% 

小学校
95.9% 
中学校 
94.4% 

小学校 
95.6% 
中学校 
96.0% 

小学校
100% 

中学校 
100% 

③ 
 小中学校が、職場見学や
職場体験を実施している割
合 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
94.1% 
中学校 
75.0% 

小学校 
76.5% 
中学校 
91.7% 

小学校 
100% 
中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

 
目標に対する評価と取組 

① 及び ② 

②の小学校ではやや減少したものの、それ以外は小学校及び中学校で増加しており、時間と場所

を選ばず、繰り返し視聴できるよさを生かした進路説明会をオンデマンドで行うなど実施方法を工

夫したことは一定の効果があったと考えます。 
 
③ 職場見学や職場体験を従来通りの形式で実施できるようになり、全校で実施し、児童生徒が自己

の将来について考えることができました。 

主な今後の展開 

オンデマンドと、対面形式のよさを組み合わせるなど実施方法の工夫をするとともに、外部人材

に講話を依頼するなどの取組を進めるように各学校に指導します。 

15



目標２  豊かな心の育成 

  子どもたちに基本的な倫理観や規範意識を身に付けさせるとともに、ふるさと小樽への愛着や思

いやりの心など、豊かな心の醸成に取り組みます。 

 

施策項目７  道徳教育の充実  

  「特別の教科道徳（道徳科）」の充実のために、教員向けの研修講座を実施するとともに、発達の

段階に応じて人権に関する正しい知識を深め、自他を尊重する態度を育成する人権教育を推進しま

す。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

「特別の教科道徳（道

徳科）」の充実 

 道徳教育研修講座を実施し、教員の指導力向上を図り、各学校の道徳科におい

て、主体的・対話的で深い学びを視点とした授業改善、考え、議論する道徳を視

点とした授業の質的転換を推進しました。 

道徳教育研修講座の実

施 

 道徳教育研修講座をオンデマンドにより開催し、小中学校から７９名の教員が

参加し、道徳の授業の在り方について理解を深めました。 

規範意識の醸成 

 非行防止教室や防犯教室の開催促進などを通して、児童生徒の問題行動の未然

防止に努めるとともに、小学校及び中学校の生活指導委員会での情報交換などを

通して、学校と地域社会が連携した生徒指導の充実に努めました。 

豊かな情操の育成 

 優れた文化芸術に触れる文化庁の「文化芸術による子供育成総合事業」や、市

教委を含む３者共催の「札響コンサート」を８月に開催し、９７６名が参加しま

した。 

人権教育の推進 

 各学校において、年２回のキャンペーン期間を中心に、発達段階に応じて児童

会・生徒会の体験活動、特別活動、人権教室などを通して、児童生徒一人ひとり

が共感的に理解し合い、自他を尊重する態度を育む指導の充実に努めました。 

 

達成目標 

 指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

 全国学力・学習状況調査の
児童生徒質問調査等におい
て、「学校のきまりを守って
いますか」という質問に対し
て、「当てはまる」「どちらか
といえば、当てはまる」と回
答した児童生徒の割合 

小学校 
88.7% 
中学校 
94.5% 

小学校 
90.6% 
中学校 
95.9% 

小学校 
91.3% 
中学校 
97.3% 

小学校 
92.6% 
中学校 
97.4% 

小学校 
93.3% 
中学校 
95.1% 

小学校 
92.8% 
中学校 
95.5% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

② 

 全国学力・学習状況調査の
児童生徒質問調査等におい
て「自分にはよいところがあ
る、どちらかといえばある」
と回答した児童生徒の割合 

小学校 
78.8% 
中学校 
73.4% 

小学校 
71.9% 
中学校 
73.7% 

小学校 
75.7% 
中学校 
72.3% 

小学校 
77.0% 
中学校 
77.6% 

小学校 
82.3% 
中学校 
79.5% 

小学校 
80.5% 
中学校 
85.8% 

小学校 
90.0% 
中学校 
90.0% 

 

目標に対する評価と取組 

① 及び ②  

「学校のきまりを守っている」と回答した児童生徒の割合が小学校では若干減少したが、中学校で

は増加しました。 

「自分にはよいところがある、どちらかといえばある」と回答した児童生徒の割合が小学校では減

少し、中学校では増加しました。 

「特別の教科道徳（道徳科）」のオンデマンド研修講座には、７９名の教員が参加するなど、指導

法について理解を深め指導力向上に努めることができました。 

 

主な今後の展開 

道徳教育研修講座において、学習指導要領の趣旨を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の実現等、

道徳科の授業について理解を深め、実践的な指導力の向上を図る研修を実施し、各学校における道徳

教育の充実を推進します。 
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施策項目８  ふるさと教育の充実  

  ふるさと小樽に対する興味・関心を持ち、児童生徒一人ひとりが小樽の歴史や文化等について正

しい理解を深める活動を通して、ふるさと教育の充実に努めます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

ふるさと教育の推進 

 小学校社会科副読本「わたしたちの小樽」や新版小学校理科教材「おたるの自

然（デジタル版）」、教材「小樽の歴史」を活用した学習を推進したほか、小樽港

内遊覧屋形船事業を実施しました。また、１８校で、地元企業・人材によるキャ

リア教育推進に関わる出前授業を実施しました。 

小樽市民俗芸能伝承事

業等への参加 

各学校において、市内に伝わる無形文化財（松前神楽、向井流水法、高島越後

踊り、忍路鰊漁撈の行事）等に触れる機会を創出する「民俗芸能伝承事業」は、

４つの文化財すべてで、文化財とゆかりのある地域の児童生徒を対象とした体験

事業を延べ３６６名に実施しました。 

ふるさとの伝統的な行

事への参加 

各学校において、児童生徒が小樽の伝統的な踊りである「潮音頭」の振り付け

等を学ぶとともに、小樽についての理解を一層深め、郷土に対する愛着や地域社

会に貢献する実践的な力を育む取組として、おたる潮まつり「潮ねりこみ」に小

中学校２７校が参加しました。 

 

達成目標 

 指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

 全国学力・学習状況調査の
児童生徒質問調査等におい
て、「地域や社会で起こって
いる問題に関心があるか」と
いう質問に対して、「当ては
まる」「どちらかといえば、当
てはまる」と回答した児童生
徒の割合 

小学校 
60.4% 
中学校 
58.2% 

小学校 
82.0% 
中学校 
76.1% 

小学校 
79.5% 
中学校 
79.0% 

小学校 
77.2% 
中学校 
74.2% 

小学校 
76.8% 
中学校 
74.3% 

小学校 
81.9% 
中学校 
78.7% 

小学校 
80.0% 
中学校 
80.0% 

② 

社会教育施設や学芸員等
の外部講師を活用して、ふる
さと教育を実施している学
校の割合 

100% 72.4% 79.3% 100% 100% 100% 100% 

③ 
 おたる潮まつり「潮ねりこ
み」に参加する学校の割合 

100% ※未実施 ※未実施 58.6% 100% 93% 100% 

 

目標に対する評価と取組 

① 各学校において、児童生徒が小樽の伝統的な踊りである「潮音頭」の振り付け等を学ぶとともに、

おたる潮まつり「潮ねりこみ」への参加を通して、小樽についての理解を一層深め、郷土に対する

愛着や地域社会に貢献する実践的な力を育む取組を進めてきたことで、小学校、中学校ともに「関

心がある」「どちらかといえばある」と回答した生徒の割合が増加した。 
 

② 社会科副読本「わたしたちの小樽」、新版小学校理科教材「おたるの自然（デジタル版）」及び教

材「小樽の歴史」を活用した学習を推進するとともに、社会教育施設や学芸員等の外部人材やオン

ラインを活用し、ふるさと小樽の理解に努めたことで、ふるさと教育を実施している学校の割合が

100％となりました。 

 
③ おたる潮まつり「潮ねりこみ」への参加については、学校単独、他校との合同、地域ごとの梯団

での参加をあわせて全ての小中学校が参加予定でしたが、当日は市内２７校の小中学校が参加しま

した。 

 

主な今後の展開 

新版小学校理科教材「おたるの自然」、教材「小樽の歴史」の活用方法についての研修を行うほか、

小樽市民俗芸能伝承事業について、令和６年度は、学校や保存会と協議しながら可能な限り活動を

継続して参ります。「潮ねりこみ」についても、市内全小中学校が参加するよう指導します。 
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施策項目９  読書活動の推進  

  子どもの豊かな感性や表現力、創造力等を育むため、読書活動を推進し、子どもたちの読書習慣

の育成に努めるとともに、学校図書館における読書環境の充実を図ります。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

学校図書館機能の充実 
２１校に学校司書を配置し、蔵書の排架、装備など学校図書館の環境整備を進

めました。 

読書習慣の形成 

 各学校において、朝読書など読書習慣づくりに取り組みました。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響があり、学校ブックフェスティバルは

３校の実施となりました。 

学校図書館への支援 

各学校に定期的に配本する「スクールライブラリー便」等、及び移動図書館バ

スの貸出し利用体験をする「わくわくブック号がやってくる」の実施や、学校向

けＷＥＢ予約貸出しサービスの開始により、子どもたちの読書を支援しました。 

 

達成目標 

 
指     標 

基準年度 

（Ｈ30） 

 

（R2） 

 

（R3） 

 

(R4) 

 

(R5) 

 

(R6) 

目標年度

（R10） 

① 
 児童生徒一人当たりの蔵

書冊数 
25 冊 26 冊 28 冊 29 冊 30 冊 32 冊 50 冊 

② 

学校司書を配置している

学校の割合 

（「施策項目２１」に再掲） 

16.7% 34.5% 31.0% 48.2% 62.0% 72.4% 100% 

③ 
 市立小樽図書館からの学

校向け貸出の実施割合 
93% 90% 97% 90% 100% 97％ 100% 

 

目標に対する評価と取組 

① 適切に蔵書更新をしつつも、精選しながら蔵書増に努めた結果、児童生徒一人当たりの蔵書冊数

は増加しました。 

 

② 新たに短時間勤務司書を１名任用した結果、学校司書を配置している学校の割合が増加しました。 

また、司書未配置校については、司書の増員により昨年度より司書が学校を訪問する回数が増え、

更なる蔵書の排架や装備など学校図書館の環境整備を進めることができました。 

 

③ 学校向け貸出しの「スクールライブラリー便」は、貸出冊数は昨年度から４冊、利用回数２６回、

実施校数は１校減となりましたが、読書による生活習慣改善を目的とした「脱スマホ便」は、昨年

度より７件、２８０冊の増加と、両便合計の貸出し冊数全体は２７６冊増加しました。また、ホー

ムページに学校専用ページを設けたほか、学校向けＷＥＢ予約貸出しサービスを開始し、蔵書の予

約貸出しができるようにし、児童生徒の読書推進に努めました。 

 

主な今後の展開 

 児童生徒にとって正しい情報や図書館資料に触れる環境整備の観点や読書衛生の観点において、

図書の適切な廃棄・更新を推進することが望ましいことから、適切に更新を図りながら、引き続き

蔵書数の増に努めます。 

 学校図書館の環境整備に関し、学校間の格差を早期に解消する必要があることから、引き続き司

書の増員を目指しながら、当面は１名の学校司書が複数の学校を兼務することで、配置する学校の

増に努めます。 
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施策項目１０  体験活動の推進  

  豊かな人間性を育み、社会の一員としての自覚を深めさせるため、本市の特色を生かしながら学

校・家庭・地域における多様な体験活動を意図的・計画的に行います。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

体験活動の教育課程への

適切な位置付け 

 市内全小中学校で、各教科等との関連を図った自然体験や、環境教育等に関

する体験活動を教育課程に適切に位置付けています。 

社会教育施設や地域の教

育資源を生かした体験型

学習活動の推進 

 市内全小中学校で、社会教育施設の訪問や外部講師を活用するなど、地域の

教育資源を有効に活用した体験型学習活動を行いました。 

自主的に地域活動等に取

り組む人材の育成 

 各学校において、学校周辺の清掃活動等を実施することを通して、自主的に

地域活動等に取り組む人材の育成を図りました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

 全国学力・学習状況調査の児
童生徒質問調査等において、「自
然の中で遊んだことや自然観察
をしたことがありますか」とい
う質問に対して、「当てはまる・
どちらかといえば、当てはまる」
と回答した児童生徒の割合 

小学校 
86.2% 
中学校 
76.0% 

小学校 
89.2% 
中学校 
85.6% 

小学校 
92.2% 
中学校 
83.2% 

小学校 
71.9% 
中学校 
59.8% 

小学校 
86.7% 
中学校 
82.8% 

小学校 
87.5% 
中学校 
86.5% 

小学校 
95.0% 
中学校 
85.0% 

② 

全国学力・学習状況調査の児
童生徒質問調査等において、「５
年生（中学生は１、２年生）まで
に受けた授業や課外活動で地域
のことを調べたり、地域の人と
関わったりする機会があったと
思いますか」という質問に対し
て、「当てはまる・どちらかとい
えば、当てはまる」と回答した児
童生徒の割合 

小学校 
66.5% 
中学校 
66.1% 

小学校 
87.7% 
中学校 
67.0% 

小学校 
83.7% 
中学校 
63.4% 

小学校 
77.7% 
中学校 
61.7% 

小学校 
81.1% 
中学校 
68.0% 

小学校 
88.8% 
中学校 
72.3% 

小学校 
75.0% 
中学校 
75.0% 

③ 

 全国学力・学習状況調査の児
童生徒質問調査等において、「地
域社会などでボランティア活動
に参加したことがありますか」
という質問に対して、「参加した
ことがある」と回答した児童生
徒の割合 

小学校 
29.5% 
中学校 
41.1% 

小学校 
42.7％ 
中学校 
50.2％ 

小学校 
42.2% 
中学校 
52.8% 

小学校 
31.4% 
中学校 
49.8% 

小学校 
34.2% 
中学校 
42.7% 

小学校 
35.8% 
中学校 
61.6% 

小学校 
40.0% 
中学校 
50.0% 

 

目標に対する評価と取組 

① 各学校においては、自然に触れあう体験学習を含めた学習など、実施方法を工夫して屋外での活

動等を行いました。また、生活科や理科、社会科等の学習において、自然体験型の学習を積極的に

取り入れるよう指導助言をしてきたことで、「自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがある」

と回答した児童生徒数の割合は小中学校ともに増加しました。 

 

② 及び ③ 

生活科や理科、社会科等の時間において、積極的に地域の調べ学習やボランティア活動を行うよ

う指導助言をした結果、全国学力・学習状況調査の児童生徒質問調査等において、「地域のことを

調べたり、地域の人と関わったりする機会があった。」「地域社会などでボランティア活動に参加し

たことがある。」と回答した児童生徒の割合は小学校、中学校とも増加しました。 
 

主な今後の展開 

地域と一体となった活動を行うために、ＰＴＡや地域の皆さんと一層連携を図り、新たな教育資

源や人材の発掘を行うなど、地域とともにある学校づくりに向け、各学校に働きかけていきます。 
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施策項目１１  コミュニケーション能力の育成 

  児童生徒が自分の考えを持ち、表現しながら考えを形成・深化させたり、より良い人間関係を形

成したりできるよう、各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動等における言

語活動の充実を図ります。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

言語活動の充実 

 「小樽授業づくりの５つのＳＴＥＰ！！」に基づいた授業改善をテーマに、

全小中学校に学校訪問を行う中で、子ども同士で対話を通じて考えを深める活

動を位置付けるよう指導助言を行いました。                               

コミュニケーション能力

を高める学習活動の充実 

 小樽音読カップを１１月に実施し、児童生徒７５名が参加したほか、小樽イ

ングリッシュキャンプやウインターイングリッシュスクールを実施しました。                                        

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

 全国学力・学習状況調査の
児童生徒質問調査等におい
て、「授業や学校生活では、友
達や周りの人の考えを大切
にして、お互いに協力しなが
ら課題の解決に取り組んで
いますか」という質問に対し
て、「当てはまる」「どちらか
といえば、当てはまる」と回
答した児童生徒の割合 

小学校 
92.4% 
中学校 
93.2% 

 
※基準年度

(R6) 

    

小学校 
92.4% 
中学校 
93.2% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

 

目標に対する評価と取組 

① 「小樽授業づくりの５つのＳＴＥＰ！！」に示している「共感的な人間関係の育成」を基盤とし

た「対話を通じて考えを深める活動」を各教科の授業に適切に位置付け、子どもの思考力等を高め、

子どもが主体となった学習となるよう指導助言しました。「授業や学校生活では、友達や周りの人の

考えを大切にして、お互いに協力しながら課題の解決に取り組んでいる」と回答した児童生徒の割

合は小中学校ともに、全道・全国と比べ高くなっています。 

 （小：市 92.4％、道 91.2％、国 91.6％  中：市 93.2％、道 92.3％、国 92.3％） 

 

主な今後の展開 

日常の各教科等の授業において、引き続き「小樽授業づくりの５つのＳＴＥＰ！！」に基づく活

動を位置付け、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善が図られるよう指導します。 
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施策項目１２  いじめの防止や不登校児童生徒の支援の充実  

  児童生徒理解と正確な状況把握に基づき、学校・家庭・関係機関等が連携し、いじめや不登校の
未然防止、早期発見・早期対応に向けた取組の充実に努めます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

いじめ防止対策の推進 

 いじめの防止等の取組を推進するため小樽市いじめ防止対策基本方針を改定
するとともに、いじめ防止キャンペーンを実施し、各中学校区において、児童生
徒がネットいじめについて協議を行い、いじめ防止に向けた取組やスローガン等
について話し合いを実施しました。また、いじめに対する正しい理解と未然防止、
早期発見及び組織的な対応等について共通理解を図り、実践的指導力を高めるこ
とを目的に、いじめ問題対策研修会を集合研修で実施しました。 

情報モラル対策の推進 

（「施策項目 22」に再掲） 

 全小中学校において情報モラル教室を実施し、小樽市情報モラル対策委員会が
保護者向けのネットパトロール体験会を２会場に分けて実施したほか、情報モラ
ル対策委員会を実施しオンデマンドで啓発動画を配信しました。 

不登校対策の推進 

①未然防止の取組 
 「不登校対策連絡協議会」を集合形式で開催し、外部講師を招き、新たな不登
校児童生徒を生まないために、学校、保護者、関係機関・団体等との連携の在り
方について理解を深めました。 

②初期対応の取組 
 不登校傾向の児童生徒の状況を把握するとともに、市の福祉保険部やこども未
来部と学校が連携して家庭訪問を行うなどの取組を行いました。 

③自立支援の取組 
 教育支援センター「登校支援室」と定期的に不登校対策会議を実施したほか、
６月と２月に学校関係者やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
等による小樽市教育支援センター登校支援室運営委員会を行いました。 

 

達成目標 

 指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

 全国学力・学習状況調査の児
童生徒質問調査等において「い
じめは、どんな理由があっても
いけないことだと思う」という
設問について、「当てはまる」と
回答した児童生徒の割合 

小学校 
90.9% 
中学校 
76.4% 

小学校 
90.0% 
中学校 
81.7% 

小学校 
91.7% 
中学校 
85.4% 

小学校 
89.8% 
中学校 
81.7% 

小学校 
88.7% 
中学校 
83.6% 

小学校 
98.2% 
中学校 
96.9% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

② 

全国学力・学習状況調査の児
童生徒質問調査等において「困
りごとや不安があるときに、先
生や学校にいる大人にいつでも
相談できますか」という設問に
ついて、肯定的に回答した児童
生徒の割合 

小学校 
66.9% 
中学校 
64.4% 

 
※基準年度

(R6) 

    

小学校 
66.9% 
中学校 
64.4% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

 

目標に対する評価と取組 
① ６月～７月に「子どもたちの安全・安心を守るキャンペーン」、１１月～１２月に「いじめ防止

キャンペーン」を展開し、各小中学校でいじめ防止に係る取組を実施し小中学校ともに「いじめは、
どんな理由があってもいけないことだと思う」の割合が増加しました。 

② 不登校児童生徒が養護教諭やスクールカウンセラーなどに相談できる機会を提供した結果、全て
の不登校児童生徒が、「学校内外の機関等」において相談・指導を受けました。 

  

主な今後の展開 
令和７年度も、６月～７月に「子どもたちの安全・安心を守るキャンペーン」、１１月～１２月

に「いじめ防止キャンペーン」を実施し、各小中学校において、いじめ防止の取組を行います。ま
た、各学校に対して、いじめの未然防止及び積極的ないじめの認知による早期発見・早期解消に向
けての組織的・継続的な取組を推進するよう指導助言します。さらに、道教委いじめ調査（６月、
９月、１１月）に加え、１２月～３月末までの状況を市教委独自に調査し、きめ細かな把握に努め
ます。 
また、令和７年３月に作成した小樽市不登校対応マニュアルを活用するとともに、児童生徒の心

のケアにも対応するためスクールカウンセラーを各学校に派遣し、教育相談体制の強化を図ります。
さらに、学校や登校支援センターが不登校児童生徒に対し、１人１台端末も活用し学習支援等を行
います。 
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目標３  健やかな体の育成 

  健康を保持増進し、体力・運動能力の向上を図るとともに、食に関する正しい知識と望ましい食

習慣を身に付けるなど、健康教育の充実に取り組みます。 

 

施策項目１３  体力・運動能力の向上  

  体力・運動能力の向上を目指し、学校における体育・保健授業の改善及び体力向上の取組を一層

推進するとともに、学校・家庭・地域が一体となった児童生徒の運動機会の充実に向けた取組を支

援します。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

授業改善の推進 
 児童生徒の体力・運動能力の向上を図るため、小樽市小中学校体力向上検討委

員会において作成した、授業実践動画をオンデマンド配信しました。 

教員の指導力の向上 
 体育を研究する学校として銭函小学校を指定し、外部講師を招聘した研修講座

を集合とオンラインのハイブリット型で開催し、４６名の教員が参加しました。 

運動部活動への支援 

 生徒が希望する部活動に取り組むことができるよう、拠点校方式での合同部活

動を実施するとともに、希望する全ての中学校への部活動指導員の拡充配置や小

樽市中学校体育連盟への財政的な支援を行いました。 

スポーツイベント等へ

の参加促進 

（「施策項目 30」に再掲） 

市民スポーツ大会は、７月２８日から１１月２３日まで開催し、延べ参加者数

が２，４７３人となりました。 

家庭や地域との連携 

（「施策項目 15」に再掲） 

令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果分析を行い、体力・運動

能力を高めるための保護者向け資料を作成・配付しました。 

 

達成目標 

 指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

全国体力・運動能力、運
動習慣等調査において、体
力合計点の全国平均値を５
０．０とした場合の小学校
５年生、中学校２年生の値 

小学校５年生
男子 50.4                    
小学校５年生
女子 49.4                         
中学校２年生
男子 48.4                     
中学校２年生
女子 47.0 

※未実施 
 

小学校５年生
男子 50.1                    
小学校５年生
女子 49.5                         
中学校２年生
男子 49.1                     
中学校２年生
女子 46.9 

小学校５年生
男子 49.6                    
小学校５年生
女子 48.5                         
中学校２年生
男子 48.1       
中学校２年生
女子 46.0 

小学校５年生
男子 50.1                    
小学校５年生
女子 51.0                         
中学校２年生
男子 49.7                     
中学校２年生
女子 47.4 

小学校５年生
男子 49.0                    
小学校５年生
女子 49.0                         
中学校２年生
男子 48.4                     
中学校２年生
女子 47.0 

小学校５年生
男子 50.0                    
小学校５年生
女子 50.0                         
中学校２年生
男子 50.0                     
中学校２年生
女子 50.0 

② 

全国体力・運動能力、運
動習慣等調査において、体
育の授業以外で１週間に運
動やスポーツの総運動時間
が６０分以上と回答した小
学校５年生、中学校２年生
の割合 

小学校５年生
男子 89.0%                    
小学校５年生
女子 85.8%                         
中学校２年生
男子 90.6%                     
中学校２年生
女子 81.7% 

※未実施 
 

小学校５年生
男子 85.3%                    
小学校５年生
女子 88.6%                         
中学校２年生
男子 86.5%                     
中学校２年生
女子 78.1% 

小学校５年生
男子 87.5%                    
小学校５年生
女子 84.1%                         
中学校２年生
男子 89.6%                     
中学校２年生
女子 79.8% 

小学校５年生
男子 87.5%                    
小学校５年生
女子 84.7%                         
中学校２年生
男子 88.1%                     
中学校２年生
女子 75.2% 

小学校５年生
男子 89.1%                    
小学校５年生
女子 82.0%                         
中学校２年生
男子 86.5%                     
中学校２年生
女子 77.0% 

小学校５年生
男子 100%                    
小学校５年生
女子 100%                         
中学校２年生
男子 100%                     
中学校２年生
女子 100% 

 

目標に対する評価と取組 

① 児童生徒の体力向上を図るための教員研修を実施し、小樽市小中学校体力向上推進委員会で作成

した授業実践動画を全小中学校にオンデマンド配信するなど、児童生徒の体力向上に資する取組を

進めましたが、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の体力合計点において、全国平均値を下回る

結果となりました。 

 

② 各学校が体力向上改善プランを作成して授業以外での運動時間を確保するよう取組を推進すると 

ともに、スポーツイベント等への参加促進などにより各学校の体力向上に努めました。 

 

主な今後の展開 

令和６年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を踏まえ、小樽市小中学校体力向上検

討委員会において、今年度の重点を明確にし、体育・保健授業の改善及び体力向上の取組を一層推

進するよう指導します。体育の授業改善と栄養教諭を中心とした食に関する指導を両輪として取り

組む実践校を指定し、公開研究会等を通して、その取組の成果を広く普及します。 
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施策項目１４  食育の推進  

  児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた安全安心な学校給食を提供し、健康

増進を図るほか、学校においては、食育の生きた教材である学校給食を活用した食に関する指導を

通じて、家庭・地域と連携して児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けられ

るよう、食に関する研修等の充実を図るとともに、地場産物を活用した学校給食の提供に努めます。 

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

｢早寝早起き朝ごはん｣

運動の推奨 

 今年度も市内全小中学校で生活リズムチェックシート等を活用し、規則正しい

生活習慣ができるよう啓発しました。 

食育研修講座の実施 
 教職員を対象とした｢食育研修講座｣を、集合形式により開催し、２５名の教員

等が参加したほか、オンデマンド講座を開催し、７９名の教員等が参加しました。 

食に関する指導の実施 

 学校における教科学習の時間や給食時間などに栄養教諭を派遣し、食育に関連

する説明や指導を１７校で３８８回行い、食に関する正しい知識や望ましい食習

慣への理解を深めました。 

食物アレルギーに対す

る知識の啓発 

 児童生徒に食物アレルギーについての正しい知識や意識を持たせることを目的

として、小中学校教頭を対象に食物アレルギー対応に関する研修を行いました。 

児童生徒の学校給食に

関する意識の啓発 

 日本古来の行事や季節のイベントメニューを１３回、郷土料理を３１回実施す

るとともに、給食だよりを１０回発行する中で、食事のマナーや食文化等の食指

導に関する事項を掲載し、学校給食に関する意識の啓発を図りました。 

学校給食における地産

地消の推進 

 地産地消の取組として、小樽・後志産食材を給食献立へ導入することで、児童

生徒が食文化や郷土食への関心を深めることができました。 

 

達成目標 

 指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

 全国学力・学習状況調査の
｢朝食を毎日食べています
か｣の質問に対する｢食べて
いる｣及び｢どちらかといえ
ばしている｣の回答の割合 

小樽市 
小 91.3% 
中 89.0% 
全 道 
小 92.8% 
中 90.8% 
全 国 
小 94.5% 
中 91.9% 

小樽市 
小 94.5% 
中 93.2% 
全 道 
小 92.7% 
中 90.9% 
全 国 

※未実施 
 

小樽市 
小 92.9% 
中 93.7% 
全 道 
小 93.5% 
中 91.7% 
全 国 
小 94.9% 
中 92.8% 

小樽市 
小 91.8% 
中 88.4% 
全 道 
小 92.5% 
中 90.3% 
全 国 
小 94.4% 
中 91.9% 

小樽市 
小 91.1% 
中 88.6% 
全 道 
小 92.1% 
中 88.8% 
全 国 
小 93.9% 
中 91.2% 

小樽市 
小 92.1% 
中 89.6% 
全 道 
小 92.0% 
中 89.3% 
全 国 
小 93.7% 
中 91.2% 

小学校・
中学校と
もに全

道・全国
平均を上

回る 

② 
食育研修講座（教職員対

象）の開催 
年１回 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

③ 
食に関する指導（児童生

徒、保護者対象）の実施校の
割合 

36.7% 31.0% 37.9% 55.2% 44.8％ 58.6％ 100% 

④ 

地産地消の給食メニュー
の品目数及び提供回数 

（生野菜や生果実の単品
での提供を含む） 

６品目・ 
７回 

20 品目・ 
23 回 

４品目・ 
４回 

７品目・ 
９回 

10 品目・ 
10 回 

20 品目・ 
23 回 

８品目・
10 回 

※全国学力･学習状況調査の全国集計未実施 

 

目標に対する評価と取組 

① 「早寝早起き朝ごはん」の取組を推進するとともに生活リズムチェックシートを活用して、規則

正しい生活習慣ができるよう啓発しました。「朝食を毎日食べている」と回答した児童生徒の割合

は、全道・全国平均を下回っているものの、差は縮まっており、全道平均と同程度の結果となりま

した。 

② 職員を対象とした食育研修は、教頭を対象とした児童生徒へのアレルギー対応に関する研修を実

施するとともに、今年度は、教職員を対象とした食物アレルギーへの理解と対応方法を深める講座

と、「望ましい食習慣について～早ね、早おき、朝ごはん～」をテーマにしたオンデマンド講座を実

施することで目標としていた回数を達成できました。 

③ 食育指導のために栄養教諭を学校に派遣し、小学校は１６校、中学校は１校で食育授業を実施し

ました。 

④ 今年度は、食材費の高騰などの影響もありましたが、地元産食材の提供回数を増やすことができ

ました。 
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主な今後の展開 

「早寝･早起き、朝ごはん」の取組を学校と保護者が連携して取り組むよう引き続き指導します。 

栄養教諭の各小中学校への派遣については、生きた教材である給食を利用した指導ができる給食時

間の派遣とともに、積極的に食育授業等の推進を図ります。学校給食における地産地消の取組につ

いては、回数増に向けて献立を作成し、児童生徒への食育として着実に取り組んでいきます。 

 また、「残食」について、令和４年２学期より毎食記録を取りその結果を献立作成の参考にしてい

ます。栄養教諭による食育指導の中でも「残食」を減らすことをテーマの一つとして取り上げてお

ります。 

令和６年度より市内全校の小学５年生、中学２年生を対象に嗜好調査を実施しました。調査結果

や児童生徒の喫食状況の傾向などを踏まえ、安全安心な給食を提供してまいります。 

 

24



施策項目１５  健康教育の充実  

  子どもたちが生涯にわたって健康な生活を送ることができるよう、心身の健康に関する知識や技

能、適切な意思決定や行動選択などの資質や能力の育成を図るとともに、学校・家庭・地域が連携

して、子どもたちの健康に関する実態を適切に把握し、課題の解決を図る体制整備を推進します。 

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

保健指導の充実 
 生活リズムチェックシートを活用した基本的生活習慣の指導など、家庭との連

携を図りました。 

性に関する指導・薬物

乱用防止に対する指導

の充実 

 授業などを通じて児童生徒へ、性に関する教育を行いました。また、警察官な

どの外部講師を招き「薬物乱用防止教室」などを実施しました。 

疾病予防や生活習慣病

対策の啓発 

 がんなどの疾病、生活習慣病対策について、授業などを通じて児童生徒へ指導

を行いました。 

家庭や地域との連携

（再掲） 

（本掲は「施策項目 13」） 

令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果分析を行い、体力・運動

能力を高めるための保護者向け資料を作成・配付しました。 

 

達成目標 

 指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
 外部講師の活用による薬
物乱用防止教室を実施した
学校の割合 

80.0% 62.1％ 75.9% 100% 100% 100% 100% 

② 
学校保健委員会を年間に

複数回開催している学校の
割合 

18.2% 51.7% 62.0% 100% 100% 100% 100% 

 

目標に対する評価と取組 

① 外部講師を活用した事業が全ての小中学校において実施することができました。授業を中心とし

た指導が中心となりましたが薬物乱用防止教室は全校で実施しました。 

 

② 安心安全な学校運営のために積極的に活用するよう指導することで、全ての小中学校において、

学校保健委員会を年間に複数回開催しました。 

 

主な今後の展開 

引き続き外部講師を積極的に活用し、専門的な見地からの健康教育が充実されるよう指導します。 
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目標４  家庭・地域との連携・協働の推進 

  基本的な生活習慣や豊かな情操の出発点である家庭教育を支援するとともに、学校と地域が連携・

協働した組織的・継続的な環境づくりに取り組みます。 

 

施策項目１６  家庭教育支援の充実  

  保護者に対する子育てに関する学習機会の充実を図るため、生涯学習プラザ等において、家庭教

育に関する情報交換を行えるような居場所づくりや、親子が集い楽しめるイベント等の開催、家庭

教育に役立つ講演会や研修会の開催などに取り組みます。また、子どもたちの発達や望ましい生活

習慣の定着を目的とした、長期休業中の子ども向け体験活動の実施に取り組みます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

家庭教育支援に関する

学習機会等の充実 

 生涯学習プラザを会場に保護者に対する学びの場の提供や、地域における子ど

もや保護者の居場所づくり、読み聞かせや親子体験講座を４５講座実施し、延べ

２７５名が受講し、家庭教育に関する学習機会の充実に努めました。 

望ましい生活習慣の確

立 

 長期休業中の子ども向け体験活動（生活習慣改善のため午前中の時間帯に実

施）を学校施設、社会教育施設にて夏季休業５回、冬季休業は５回実施し、延べ

１３３名の児童が受講し、望ましい生活習慣確立に努めました。 

家庭教育支援のための

環境づくり 

 生涯学習プラザを会場に保護者の相談の場として、「子どもカフェ」を実施し

ました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
 家庭教育支援に関する講
座等の延べ受講者数（※） 

1,750 人  490 人 551 人 376 人 605 人 408 人 1,900 人 

② 

「長期休業中の子ども向
け体験活動」に参加する児童
の割合（在籍児童に対する参
加児童数の割合） 

9.3% 1.6％ 5.4％ 3.3％ 8.2％ 6.0% 15.0% 

※受講者数は家庭教育支援に関する学習機会等と長期休業中の子ども向け体験活動の合計受講者数 

 

目標に対する評価と取組 

① 家庭教育支援に関する講座は、昨年に引き続き保護者に向けた対面の講座のほか、読み聞かせや

親子体験講座を実施しました。また、生涯学習プラザで行われた「レピオフェスティバル」にてブ

ースを設け、工作教室、子育て相談を実施するなど、家庭教育支援の充実に努めました。 

 

② 「長期休業中の子ども向け体験活動」は、生涯学習プラザ会場と学校施設で実施しました。活動

に参加した児童は、専門的な講師の指導により発展的なプログラミング学習を体験したほか、実験

教室や工作教室を通じて科学やものづくりの楽しさを体験しており、基本的な生活習慣や豊かな情

操の育成に向けた取組を実施することができました。 

 

主な今後の展開 

  学校施設や生涯学習プラザを主な会場として、家庭教育講座や長期休業中の体験活動を実施する

ほか、子ども達の生活習慣改善や家庭教育についての情報交流の場を設定していくよう努めます。 
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施策項目１７  学校と地域の連携・協働の推進  

  学校と地域が一体となって子どもたちの成長を支えるため、コミュニティ・スクールの活動充実

に向けた研修会を実施し、学校と地域住民等の協働による学校づくりを進めるとともに、地域の特

色を生かした子どもの活動拠点づくりを推進します。 

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

コミュニティ・スクールの

導入・推進 

 全校にコミュニティ・スクール設置しました。国や道の情報を市内全校に

周知したほか、教職員を対象とした研修会を実施し、理解促進に努めました。 

「樽っ子学校サポート事

業」など地域ボランティア

スタッフの協力による学校

と地域の連携・協働の推進 

 放課後や長期休業中等の学習支援として市内在住の大学生及び高校生を

各小中学校等に延べ１８６名派遣し、学習サポートを実施しました。延べ２，

８３２名の児童生徒が本事業に参加し、学校と地域の連携・協働の推進に努

めました。 

地域住民や民間団体と連携

した取組の推進 

（「施策項目 23」に再掲） 

 学生や地域住民が各学校の学習支援や登下校の安全指導等の活動を行う

「学校支援ボランティア」に延べ４,８１８名参加し、各学校のスキー指導

を行うボランティアは登録数１６名、延べ派遣者数４２名でした。また土曜

日の午前中に地域のボランティアにより運営される「おたる地域子ども教

室」は学校を会場として４８回実施し、延べ１,３１１名の児童が参加、地

域と連携した取り組みの推進に努めました。 

子どもの活動拠点や地域の

生涯学習の場づくりなどの

推進 

 学校施設を放課後や長期休業中に「樽っ子学校サポート事業」に提供する

などし、積極的に子どもの学習の場づくりを推進しました。 

 

達成目標 

 指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
 コミュニティ・スクールの
活動推進のための研修会に
参加している学校の割合 

26.1% 
 

※基準年度
(R5) 

   26.1% 89.6% 100% 

② 
「樽っ子学校サポート事業」
の延べ参加児童・生徒数※ 

5,882 人 3,051 人 2,199 人 3,073 人 5,011 人 2,832 人 6,000 人 

 ※参加児童・生徒数には、レピオ学習会参加人数を含んでいます。  

 

目標に対する評価と取組 

① コミュニティ・スクールの理解促進を図るため、文部科学省ＣＳアドバイザーを講師に招き教職

員を対象とした先進事例の紹介や熟議をテーマとした研修会を実施し、市内２９校のうち２６校が

参加しました。 

 

② 長期休業中の学校での学習会について、申請のあった学校へボランティアを派遣し、学習機会の

増加に努めました。実施校は２２校から２３校に増加しましたが、参加児童・生徒数が減少しまし

た。 

 

主な今後の展開 

学校と地域住民等の協働による学校づくりとして、学校支援ボランティア登録の充実を図るよう

地域住民への普及・啓発や人材の確保を進めていきます。その機会としてボランティア研修会やコ

ミュニティ・スクールの運営協議会研修会の中で、地域学校協働活動の目的や実績について報告し

ていくことを検討するとともに、学校支援ボランティアの研修会実施や地域学校協働活動の紹介な

どを進め、地域と学校の連携強化に努めます。 
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目標５  学びと育ちをつなぐ学校づくりの実現 

  新たな教育課題に対応するため、教員の資質・能力の向上、学校の施設設備の充実、学校段階間

の連携などの改善を進めるとともに、教職員の働き方改革の推進や学校安全教育の充実に取り組み

ます。 

 

施策項目１８  学校段階間の連携・接続の推進 

  児童生徒の発達段階に応じた系統的な教育活動の充実を図るため、学校段階間の接続を意識した

教育課程の編成・実施や指導方法の工夫改善を図るとともに、各学校間の連携を促進します。 

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

幼児教育施設と小学校

の接続 

幼保小の連携を図るために、幼保小連携研修講座を開催し、市内幼児教育施設

職員や小中学校教員等３８名が参加のもと研修を行いました。特別な教育的支援

を必要とする児童については、就学相談等において把握した情報や就学後の指

導・支援について幼保小で情報を共有しました。 

小中一貫教育の推進 

小樽市小中一貫教育基本方針に基づき、全中学校区において義務教育９年間に

おける教育目標を共有し、教育課程や指導方法の工夫改善について交流するとと

もに、小中学校間で授業参観等を行いました。 

小学校・中学校・高等学

校の接続 

 キャリアパスポートなどを校種間で引継ぎする際には、丁寧かつ円滑な引継ぎ

に努めるとともに、特に、特別な教育的支援を必要とする児童生徒や不登校の児

童生徒については、切れ目のない支援になるように、綿密な対応に努めるよう指

導助言しました。 

 

達成目標 

 指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
中学校区で小中学校９年

間の共通の目標を設定し、教
育活動を行う学校の割合 

10.0% 44.8% 100％ 100％ 100％ 100% 100% 

② 

全国学力・学習状況調査の
学校質問調査において「近隣
等の中学校（小学校）と教科
の教育課程の接続や、教科に
関する共通の目標設定など、
教育課程に関する共通の取
組をよく行った、どちらかと
いえば行った」と回答した学
校の割合 

小学校 
50.0% 
中学校 
41.6% 

小学校 
58.8% 
中学校 
75.0% 

小学校 
64.7% 
中学校 
83.3% 

小学校 
88.3% 
中学校 
100% 

小学校 
88.3% 
中学校 
100% 

小学校 
94.2% 
中学校 
91.7% 

小学校 
100% 

中学校 
100% 

 

目標に対する評価と取組 

① 及び ②  

小樽市小中一貫教育基本方針に基づき、市内全中学校区において小中一貫教育を推進し、「学力・ 

体力の向上」、「豊かな心の育成」、「地域に貢献する力の育成」の３つのねらいを設定し、取組を推

進してきました。小中の円滑な接続として、中学校の教員が小学校で乗り入れ授業を実施したり相

互に授業参観して、指導方法の工夫、生徒指導等の交流を行ったりするなど、小中一貫教育に向け

て積極的な連携を図った結果、「近隣等の中学校（小学校）と教科の教育課程の接続や、教科に関す

る共通の目標設定など、教育課程に関する共通の取組をよく行った、どちらかといえば行った」と

回答した学校の割合が小学校、中学校ともに９割を超えました。 

 

主な今後の展開 

小中の接続については、全小学校高学年においての教科担任制を実施し、義務教育９年間を見通

した実効性のある取組となるよう、引き続き小中学校間の学びの連続性に配慮した指導を行うよう

指導助言するとともに、引き続き研修講座を行い幼児教育施設と小学校の連携が進むよう支援して

いきます。 
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施策項目１９  教育環境の整備・充実 

  児童生徒数の減少により学校の小規模化が進む中、教育環境の向上を図るため、小中学校の適正

な配置や施設整備を行うなど、教育環境の整備・充実に努めます。 

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

小中学校の適正な配置 
将来を見据えた学校再編の基本的な考え方の検討を行うため、児童生徒数の将

来推計や国の教育施策の動向、現状の確認等を行いました。 

学校施設の老朽化対策 
老朽化が進む施設設備の改修を順次進めており、令和６年度は、望洋台小学校

及び張碓小学校（トイレ）の改修を行いました。 

快適な学習環境の整備 

学校施設のトイレの洋式化を順次進めており、令和６年度は、望洋台小学校及

び張碓小学校の校舎・屋内運動場のトイレの改修を行いました。 

また、近年の記録的な暑さに伴う熱中症対策として小中学校の普通教室等へ冷

房設備を整備したほか、前年度に引き続き新ＪＩＳ規格の教室机への更新を順次

進めており、令和６年度は、小学校５・６年生の教室机を更新しました。 

ＩＣＴ機器の整備 

デジタル教材等の活用に有効な大型テレビを、通常学級へ令和２年度までに整

備しましたが、令和６年度は小中学校の特別教室及び通級指導教室に整備しまし

た。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 学校施設耐震化率 81.3% 90.0% 94.1% 97.1% 100% 100% 100% 

② 
学校施設のトイレの大便

器に占める洋式便器の割合 
57.2% 66.8% 72.0% 77.7% 85.7% 90.3% 100% 

③ 
教育用コンピュータ１台

当たりの児童生徒数 
9.0 人 1.0 人 1.0 人 1.0 人 1.0 人 1.0 人 1.0 人 

 

目標に対する評価と取組 

① 学校施設の耐震化については、令和５年度に目標値である耐震化率 100%に到達いたしました。 

② トイレの洋式化については、令和６年度は望洋台小学校及び張碓小学校の校舎・屋内運動場のト

イレ改修により、洋式便器の割合が向上しました。また、配管や内装等を含めた全体改修（多目的

トイレ新設を含む）を実施したことにより、トイレの衛生環境の大幅な改善が図られました。 

③ 教育用コンピュータの整備については、国のＧＩＧＡスクール構想の推進による、１人１台の端

末を令和２年度に整備しました。事故や故障などで端末数は減少しますが、児童生徒数が減少傾向

にあることや、適切な維持管理を行うことで１人１台の端末を維持しています。 
 

主な今後の展開 

児童生徒や保護者等から要望の強いトイレの洋式化については、財政状況を踏まえた上で、でき

るだけ早期に整備を進めます。 

小中学校の適正な配置については、将来を見据えた新たな学校再編の基本的な考え方について検

討を継続します。検討に際しては、学校規模についての考え方の整理をはじめ、国の教育施策の動

向や地域の防災・交流拠点としての小中学校の役割などの本市のまちづくりの考え方を考慮します。 

新たな学校再編の基本的な考え方の検討期間中においても、児童数の減少や学校施設の老朽化な

どにより、教育環境の著しい低下が懸念される場合には、早期の対応について検討を行います。 
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施策項目２０  教職員の資質・能力の向上 

  教育の今日的課題の解決に向けた指導力の向上を図るために、教職員一人ひとりの指導の専門性

を高める研修の充実に努め、活力ある学校体制の確立や創意ある教育課程を編成するための環境整

備に努めるとともに、法令遵守の徹底や服務規律の保持について教職員の意識を高めます。 

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

各種研修の充実 
 集合とオンライン参加を併用したハイブリット型で行うなどの工夫をして、多

くの教職員が参加し、専門性を高める機会を提供しました。 

公開研究会の開催 
 公開研究会を市内２８校の小中学校で開催しました。他校での取組や他教科の

授業について研修を重ねることで、指導力の向上を図りました。 

研究活動の推進 

 教育研究所において、研究主題に基づく教育研究を推進し、１５校、６団体を

指定した調査研究活動の推進、１３９冊の研究図書の貸出しなど、各学校の研究

活動の改善・充実のための支援を行いました。 

服務規律の保持 

 法令遵守の徹底や服務規律の保持について校内研修の充実を図るなど、教職員

の自覚を高めるため、北海道教育庁に講師を依頼したコンプライアンス研修会に

は５３名が参加しました。 

  

達成目標 

 指     標 
基準年度 

（Ｈ30） 

 

（R2） 

 

（R3） 

 

(R4) 

 

(R5) 

 

(R6) 

目標年度

（R10） 

① 
校外研修に参加している

教員の割合 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

② 
公開研究会を実施してい

る小中学校の割合 
90% 100% 100% 100% 100% 96.6% 100% 

③ 
他校の公開研究会に参加

している教員の延べ人数 
592 人 197 人 292 人 379 人 456 人 548 人 1,200 人 

④ 

外部の専門家を招いて服

務規律に関わる研修を実施

している小中学校の割合 

3.3% 100% 100％ 100％ 100％ 100% 100% 

 

目標に対する評価と取組 

① 新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い制限がなくなり、集合型の研修のほか、オンデマン

ドを併用したハイブリット研修にも継続して取り組み、教員の研修参加の割合は 100％となりまし

た。 

 

② 及び ③  

新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い制限がなくなり、以前と同様の形式による公開研究

会を実施できるようになってきており、昨年度より多くの教員が参加することができました。 

 

④ 全ての学校で外部の専門家によるコンプライアンス研修会を実施できました。 

 

主な今後の展開 

教職員一人ひとりの指導の専門性を高める研修の充実のために、集合形式とＩＣＴ機器を活用し

たオンライン、オンデマンドなど実施方法を工夫することで教職員の資質・能力の向上を図ってま

いります。 
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施策項目２１  学校運営の改善 

  教員が心身共に健康を維持して教育に携わることができるよう、「小樽市立学校における働き方

改革行動計画」における取組を継続するなど、教員の多忙解消に取り組みます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

本来担うべき業務に専

念できる環境の整備 

 特別支援教育支援員２９名を必要とする全校に配置したほか、スクールカウン

セラー４名、学校司書１０名等の配置及び派遣を行いました。 

部活動に係る負担の軽

減 

 専門的知識・技能を有する部活動指導員１３名を、中学校に引き続き配置し、  

１，５１６時間指導しました。 

勤務時間を意識した働

き方の推進 

 月２回以上の定時退勤日や、長期休業期間中における学校閉庁日を１２日間設

定し、時間外の電話対応については、留守番電話サービスを利用しました。 

教員の心身の健康保持 

 令和７年１月に全ての教職員を対象にストレスチェックを実施（５６８件）し、

高ストレス者に対する医師との面談体制を維持するなど、メンタルヘルス対策に

取り組みました。 

校務の効率化 

 児童生徒の欠席連絡ツール「tetoru」を全ての学校に導入し、「校務支援システ

ム」と連携させることで児童生徒の欠席処理を自動化し、校務の効率化を図りま

した。 
 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

在校等時間から条例で定める
勤務時間等を減じた時間が１か
月で４５時間を超える教員の割
合 

55.6% 
 

※指標に合わ
せて修正 

42.2% 45.8% 43.9% 42.9% 44.6％ 0% 

② 
部活動休養日を完全に実施して
いる部活動の割合 

100% 100% 100% 100% 100％ 100％ 100% 

③ 
部活動指導員を配置している中
学校の割合 

0% 66.7% 66.7% 58.3% 83.3% 58.3％ 100% 

④ 
学校司書を配置している学校の
割合（再掲） 
（本掲は「施策項目９」） 

16.7% 34.5% 31.0% 48.2% 62.0％ 72.4％ 100% 

 
 

目標に対する評価と取組 

① 令和６年度は、前年度に比べ４５時間以上時間外勤務を行った教員が、中学校で減少し、小学

校で増加したことにより、市内全体では増加しました。取組としては、これまでと同様に、各学

校が業務改善を行うとともに、ＩＣカードを利用して勤務時間を客観的に計測・記録し、「見える

化」することで、教職員が自らの勤務時間をより意識できるようにしました。 
 
② 「小樽市立学校における働き方改革行動計画（第３期）」を策定し、行動計画の各学校への周知

徹底、部活動休養日設定の意義についての啓発・指導などにより、令和３年度から引き続き、全

ての部活動で部活動休養日を完全に実施しました。 
 
③ 希望する全ての中学校に部活動指導員を配置することができました。また、令和５年度から実

施している拠点校方式による合同部活動を拡充することで顧問が減り、教員の負担軽減につなが

りました。 
 
④ 新たに短時間勤務司書を１名任用した結果、学校司書を配置している学校の割合が増加しまし

た。また、司書未配置校については、司書の増員により昨年度より司書が学校を訪問する回数が

増え、更なる蔵書の排架や装備など学校図書館の環境整備を進めることができました。（再掲、本

掲は「施策項目９」） 
 

主な今後の展開 

  令和７年度は、校務用パソコンの入替に合わせて「校務支援システム」のインターネット利用オ

プションを導入することにより、職員室以外でも「校務支援システム」を使用できるようにし、教

員の負担軽減につなげる予定です。また、在校等時間の実態分析により、教頭や特定の教職員に過

度な負担が生じていた場合は、校長に対し業務の平準化を求めるなど、負担解消に向けた取組を進

めます。 
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施策項目２２  学校安全教育の充実 

  子どもたちが犯罪や交通事故等から身を守ることができるよう、必要な知識を身に付けるなど危

機対応能力を育成するとともに、学校・家庭・地域社会が連携した取組を通じて、学校の安全確保

対策に努めます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

防犯に関する教育の充

実 
 全ての小中学校で防犯教室及び防犯訓練の両方を実施しました。 

災害安全（防災）に関す

る教育の充実 

 全ての小中学校で消防等の関係機関と連携した避難（防災）訓練を実施しまし

た。 

交通安全に関する教育

の充実 
 全ての小学校で交通安全教室等を実施しました。 

生活安全に関する教育

の充実 

 地域社会と連携した取組を推進するため、不審者情報等を警察から提供しても

らい、いち早く情報を各校に流せる体制を整備しました。 

通学路の安全対策の推

進 

 冬休み明けの通学路の安全を確保するため、中学校の始業式前に、小樽市建設

部と共同で落氷雪パトロールを行うとともに、学校や保護者等の要望を建設部へ

要請しました。学校が交通安全等の観点から抽出した通学路の危険箇所を、警察

等複数の機関と合同点検を実施し、対策をとりました。 

情報モラル対策の推進

（再掲） 

（本掲は「施策項目」12） 

 全小中学校において情報モラル教室を実施し、小樽市情報モラル対策委員会が

保護者向けのネットパトロール体験会を２会場に分けて実施したほか、情報モラ

ル対策委員会を実施しオンデマンドで啓発動画を配信しました。 

 

達成目標 

 指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
防犯教室及び防犯訓練の

両方を実施している学校の
割合 

60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

② 
通学路の安全マップを学

級活動等での指導の際に活
用した学校の割合 

83.3% 82.7% 79.3% 79.3% 79.3% 89.6% 100% 

③ 

警察など地域の関係機関・
団体等と連携し、児童生徒が
体験的な活動を伴う交通安
全教育を実施した学校の割
合 

76.7% 72.4% 68.9% 58.6% 68.9% 86.2% 100% 

 

目標に対する評価と取組 

① 防犯教室等の実施の重要性を理解、実施させるため、各学校へ国の通知や実践事例を配布し、実

施している学校の割合は前年と同じ 100％となりました。 

 

② 通学路の安全マップを用いた学級活動を通して、各校に対し、児童生徒に安全教育を行うよう指

導しました。 

 

③ 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための制限がなくなり、関係機関の制限や学級閉鎖な

どの影響で実施困難だった状況が解消されたことから、前年に引き続き、実施した学校の割合は増

加しました。 

 

主な今後の展開 

今後も実施可能な活動を検討し、児童生徒が自ら考えることができる力を養う安全教育を学校が

実施できるよう指導、協力を行っていきます。 
 

32



目標６  生涯各期における学習機会の充実 

  全ての市民の多様なニーズに対応した学習機会を提供することにより、地域コミュニティの維持・

活性化を図り、地域全体の教育力の向上に取り組みます。また、社会教育施設の利活用を促進し、

各種事業の積極的な実施や情報発信に取り組みます。 

 

施策項目２３  「学び」と「活動」の循環の推進 

  地域住民などと連携した教育活動等の取組を推進するとともに、社会教育の担い手として地域で

活動する人材の育成を通し、「学び」と「活動」の循環の推進に努めます。 

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

地域住民や民間団体と

連携した取組の推進

（再掲） 

（本掲は「施策項目 17」） 

 学生や地域住民が各学校の学習支援や登下校の安全指導等の活動を行う「学校

支援ボランティア」に延べ４，８１８名参加し、各学校のスキー指導を行うボラ

ンティアは登録数１６名、延べ派遣者数４２名でした。また土曜日の午前中に地

域のボランティアにより運営される「おたる地域子ども教室」は学校を会場とし

て４８回実施し、延べ１,３１１名の児童が参加、地域と連携した取り組みの推

進に努めました。 

地域で活動する人材の

育成 

 市民がそれぞれ持っている特性や培ってきた知識・経験を生かして地域の学習

活動を支えるボランティア活動状況について調査しました。ボランティアリーダ

ーについて個人登録４０名、団体登録１０団体、活動回数７４０回であり、また

地域でボランティア活動する人材の育成を目的に、読み聞かせに関わる交流講座

を実施しました。 

社会教育施設等におけ

る学習機会の充実と周

知 

（「施策項目 24」に再掲） 

 生涯学習プラザを会場にして実施する「はつらつ講座」は、４６講座開講し、

参加者は９４８名でした。市民が学ぶ楽しさを味わい、地域づくりに繋がる学習

活動が促進されるよう、学習機会の充実と周知に努めました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

地域のボランティアと連
携して実施する「学校支援ボ
ランティア」、「おたる地域子
ども教室」の回数 

2,130 回 1,585 回 1,275 回 1,639 回 1,898 回  1,623 回 2,200 回 

② 
「おたる地域子ども教室」

の実施校 
9 校 ※0 校 ※0 校 ※0 校 8 校 5 校 11 校 

※R２、R３、R４年度は生涯学習プラザで実施 

 

目標に対する評価と取組 

① 「学校支援ボランティア事業」について、水泳指導ボランティアの派遣は、昨年並みにボランテ

ィアを派遣し、スキー指導ボランティアの派遣は、悪天候による授業中止などがあったことから、

活動全体としても減少することとなりました。 

 

② 「おたる地域子ども教室」については、学校を主な会場として実施し、地域のボランティアや市

内スポーツ団体の協力を受けながら、土曜日の子どもの居場所づくりに努めました。生涯学習プラ

ザ会場では、市内の社会教育団体と協力し、科学実験教室を実施しました。 

 

主な今後の展開 

  学校支援ボランティア事業では地域人材を積極的に活用し、また、おたる地域子ども教室事業に

おいては地域人材のほか、市内スポーツ団体や社会教育団体、高校生ボランティアとも協力し、子

どもの安全・安心な居場所づくりに努めていきます。 
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施策項目２４  生涯各期における学習機会の充実 

  市民の多様な学習ニーズに応じた学習講座を充実させるとともに、生涯学習プラザや学校施設の

活用促進を通して、生涯各期における学習機会の充実に努めます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

市民の多様な学習ニー

ズに応じて開催してい

る「市民大学講座」、「は

つらつ講座」などの学

習講座の充実 

 市民の学習活動の推進に大きな役割を担う企業などとの連携を図り、道内外か

ら講師を招いて開催する「市民大学講座」については、５講座を実施、延べ７２

９名が受講しました。生涯学習プラザにおいて開催している「はつらつ講座」に

ついては、４６講座を実施、延べ９４８名が参加し、市民の学習機会充実に努め

ました。 

生涯学習プラザ等の活

用促進 

 各種講座等を整理した生涯学習情報をホームページやパンフレットで年４回

発信するなど、生涯学習の意欲向上につながる情報提供にしており、２９，３０

８名が利用しました。更に、令和３年６月から芸術・文化活動の振興を図るため、

教育委員会庁舎附属屋内小運動場を開放して学習及び活動の場を提供しており、

利用者は延べ４,１７１名となりました。 

「レピオフェスティバ

ル」の開催を通じた市

民の学習活動の促進 

 生涯学習プラザ（レピオ）の利用者が、日頃の学習活動や学んだ成果の発表を

行う「レピオフェスティバル」について、ステージ発表と作品やポスターの展示

発表の形式で開催しました。ステージ発表は１０団体、作品・ポスター展示団体

は１６団体の協力を得ることができ、発表当日、展示期間には延べ１，５８６名

が来場するなど、学ぶ楽しさの発信と利用団体の活動の活性化、交流促進に努め

ました。 

社会教育施設等におけ

る学習機会の充実と周

知（再掲） 

（本掲は「施策項目 23」） 

 生涯学習プラザを会場にして実施する「はつらつ講座」は、４６講座開講し、

参加者は９４８名でした。市民が学ぶ楽しさを味わい、地域づくりに繋がる学習

活動が促進されるよう、学習機会の充実と周知に努めました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
「市民大学講座、はつらつ

講座」の人口に対する参加者
の割合 

1.1% 0.3％ 0.4％ 1.2％ 1.2％ 1.6% 1.2% 

② 
「生涯学習プラザ」の人口

に対する延べ利用者の割合 
41.7% 16.4％ 16.4％ 24.1％ 26.1％ 28.3% 50.0% 

 

目標に対する評価と取組 

① 「市民大学講座」は道内外から講師を招き、５講座を実施しました。また、「はつらつ講座」につい

ては、運動系、語学系、文化・教養系の講座を実施し、市民の学習機会の充実に努めました。「市民大

学講座、はつらつ講座」の人口に対する参加者の割合の目標を達成しました。 

 

② 生涯学習プラザの利用者に関しては、コロナ禍以降増加傾向にあり、ホールや学習室で利用可能

な「Otaru-City-Wi-Fi」の供用を開始するなど利用者サービスの向上に努めました。また、生涯学

習推進アドバイザーが、来館者などからの相談に対する助言や学習情報の提供に努めました。 

 

主な今後の展開 

  生涯学習プラザを利用する市民が、生涯にわたって学習に取り組めるよう、多様な学習講座を充

実させるとともに、学習講座を契機として、受講生が新しい学習の場を創設し、あるいは、学習を

支援する側となることができるよう、生涯学習施設としての役割を充実させていきます。 
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施策項目２５  図書館の利活用の促進 

  利用しやすい図書館サービスの充実のため、レファレンス機能を充実し、市民の学習活動の支援

に取り組みます。また、子どもの読書活動を充実するため、学校図書館の支援や学校司書・ボラン

ティア団体との連携に取り組みます。    

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

図書資料の整備とレフ

ァレンス機能の充実 

 行政機関、他部署と連携した企画展示や、市民紹介による図書紹介展示などに

向け、市民生活やニーズに合った図書資料を整備したほか、レファレンス回答情

報をまとめ事例集を作成し、職員間で共有し、レファレンス機能の向上に努めま

した。 

デジタルライブラリー

事業 

 図書館所蔵の貴重な郷土資料について、調査研究のみならず、広く発信するこ

とを目的に、デジタルライブラリーの充実を図るため、郷土史家の協力のもと、

貴重資料の計画的なデジタル化に努め、公開点数を５１点増加することができま

した。 

図書館ホームページ、

ICT 機器の活用による

情報発信 

 一番知りたい情報をトップにしたレイアウトや、見やすいアイコンの使用、「や

さしい日本語」のページ開設など、新ホームページにより、だれでもわかりやす

い情報発信に努めたほか、これまでのフェイスブックに加え、Instagram と

YouTube を開始し、図書館活動の周知や情報提供を図りました。 

 また、利便性向上のため、WEB サービス利用登録により、ログインするとスマ

ートフォンで利用者カード表示が可能になるなど、情報発信に向けホームぺージ

活用推進を図った。 

読書普及活動事業 

市民との協働による参加型展示及び他団体との共同展示を引き続き行ったほ

か、市民団体が図書スペースを開設する際に、図書館への寄贈図書のうち資料と

して整理しないものを利用してもらう「おたるまちなか図書館」の参加館増など、

市民が読書できる環境の拡充を図りました。 

乳幼児期における読書

活動の推進 

 ブックスタート事業や、乳幼児向けおはなし会、同日のミニミニブックフェス

（児童室内）の開催、また、保育園と連携して園内でブックフェスティバルを実

施し、本との出会いにつなげました。 

子どもの読書活動の普

及・啓発 

「小樽市子どもの読書活動推進計画」の中間見直しを実施し、改定版を公表し、

計画的に読書を推進する体制作りを行ったほか、小中学校が新ホームぺージ上で

本の検索及び予約ができる「学校向け WEB 予約貸出しサービス」を開始し、児童

生徒の読書環境の充実に努めました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
図書貸出し冊数(年

間の市民１人当たり
の図書貸出し数) 

2.89 冊 2.21 冊 2.27 冊 2.66 冊 2.74 冊 2.74 冊 3.20 冊 

② 利用者数 243,150 人 150,524 人 148,720 人 175,070 人 180,675 人 183,513 人 250,000 人 

③ 利用登録者数 39,418 人 41,783 人 42,806 人 43,889 人 45,059 人 45,983 人 49,000 人 

 

目標に対する評価と取組 

① 出版社と連携した地元出身作家の作品紹介や地元に根差した内容の関連展示、市民企画による図

書紹介展示など、人々の興味・関心を喚起する事業を展開し、図書貸出しの増加に努めました。 

 

② 行政機関、他部署と連携した企画展を増やし、市民に役立つ情報を発信したほか、館内で利用可

能な「Otaru-City-Wi-Fi」の供用開始や、ホームページに追加公開したデジタルライブラリー資料

展と関連講座の実施など、図書館利用者への情報提供と学習支援に努めました。 

 

③ 図書館窓口での北海道立図書館利用登録や、同館の「インターネット予約貸出サービス」開始な

ど、読書環境の拡充により、利用登録推進に努めました。 

 

主な今後の展開 

令和６年度から開始した利用者アンケート調査により、市民ニーズの把握に努め、効果的な図書

館サービスの展開に努めるほか、システム更新に伴い、構築した新たなホームページにより市民生

活に役立つ情報提供に努め、図書館の利活用の促進に努める。 
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施策項目２６  総合博物館の利活用の推進 

  資料の収集・保存とその展示に努め、調査研究の成果を公表し地域の歴史文化に貢献するととも

に、子どもたちをはじめとする市民と展示や普及活動などを通じて資料の価値を共有し、地域住民

の学びの拠点としての情報発信に努め、関係機関との連携・協力を推進し、学芸員の資質向上を図

ります。 
主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

資料収集・調査研究事業の

充実 

令和６年度は、寄贈の受け入れ等により、博物館資料４７件６１３点を新規に

登録しました。 

普及事業の推進 
歴史・自然・科学・交通の分野や重複した内容の各種普及事業を１０７件実施

し、５，３９０人の参加がありました。 

常設展の充実 
電気機関車ＥＤ７６形５０９号の前頭部展示を新設しました。また、鉄道展

示・歴史展示を中心に常設展の団体向け解説を実施しました。 

科学教育に関する体制の

充実 

「科学の祭典」をウイングベイ小樽で開催し８９５人の来場者がありました。

星空観望会、ジュニア科学講座（３３回）を行いました。 

企画展の充実 

本館企画展「ストーリーマップでめぐる伊藤整の『幽鬼の街』展―幽鬼の街・

小樽とその時代を歩く」を開催、３１，８５５人が来館しました。 

運河館トピック展「咲き誇れ、空と海のあいだに～小樽海岸の希少植物たち」

「ストーリーマップでめぐる伊藤整の『幽鬼の街』展―小樽の今昔風景」「没

後 120 年 今村三峯展」を開催、３６，０５３人が来館しました。 

リファレンス業務の充実 
博物館利用者の質問対応、研究補助等、１８５件のリファレンス業務を行いま

した。 

広報活動の推進 
広報おたるやＨＰへの掲載、月間情報のチラシ発行やＳＮＳを活用した情報

発信を行いました。 

学校等との連携の推進 

学校等の団体対応として、展示解説や出前授業講師など６２件を行い、１，７

５２人の参加者に対応しました。 

学校関係以外の団体対応として、展示解説や講演会講師など２２件を行い、３

６９人の参加者に対応しました。 

旧日本郵船株式会社小樽

支店との連携の推進 

保存修理工事の完工後、館内全体の展示改修及び公開再開に向けた館内整備

を実施しました。令和７年度の指定管理者を選定し、施設運営に関する協議を

行いました。 

 

達成目標 

 指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
館内外で実施してい
る各種普及講座の実
施数 

100 件 36 件 38 件 64 件 75 件 107 件 105 件 

② 
総合博物館収蔵資料
数 

131,351 点 147,953 点 154,394 点 154,641 点 157,753 点 158,366 点 159,000 点 

③ 
総合博物館資料等利
用数 

資料利用 
1,017 点 
うちデジ
タルアー
カイブス 
503 点 

資料利用 
1,155 点 
うちデジ
タルアー
カイブス 
392 点 

資料利用 
565 点 

うちデジ
タルアー
カイブス 
365 点 

資料利用 
1,048 点 
うちデジ
タルアー
カイブス 
639 点 

資料利用 
1,137 点 
うちデジ
タルアー
カイブス 
565 点 

資料利用 
531 点 

うちデジ
タルアー
カイブス 
354 点 

資料利用 
1,070 点 
うちデジ
タルアー
カイブス 
530 点 

④ 総合博物館入館者数 120,237 人 58,390 人 63,343 人 131,937 人 129,590 人 149,953 人 140,000 人 

 

目標に対する評価と取組 
① 普及講座の実施数は令和５年度より増加し、目標の水準に達しました。企画展に関連した講演会

や日本博物館協会賞受賞を記念した講演会も実施しました。 
② 本市の歴史や自然、交通史に関する資料を引き続き収集し、収集した資料の整理も進めました。 
③ 資料等利用点数は減少していますが、件数（１１４件）は一定の水準を保っているといえます。

古写真の利用が最も多く、出版物や番組の制作、調査研究等に数多く利用されました。 
④ 入館者数は令和５年度より増加し、目標の水準に達しました。 
 
主な今後の展開 

入館者数はコロナ禍前の状況を上回り、目標の水準に到達しています。収蔵資料や保有文化財、人
的資源を積極的に活用した新たな取り組みを検討し、より多くの市民に魅力的な学びの場を提供でき
るよう努めます。またＳＮＳを活用した情報発信により幅広い世代の利用を促進します。 
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施策項目２７  文学館・美術館の利活用の促進 

  市民が本市の個性豊かな文学や美術に触れる機会を提供するため、小樽ゆかりの作家等の作品や

資料を収集・整理・調査研究を行いながら特別展・企画展を開催します。また、普及事業として各

種講座を開催し、利用促進を図るほか、学校教育と連携した取組なども行っていきます。各種媒体

を通じた展覧会のＰＲなどの広報に努めます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

資料収集・調査研究事

業 

文学館では館報第４８号を６００部作成・配布しました。また、令和７年度に

向けた特別展、企画展の事前調査を行いました。資料収集では寄贈・購入などで

合計３，７４１点を数え年度末資料数は９１，６７８点に上ります。 

 美術館では館報３５号を５００部、３６号を５００部作成・配布しました。ま

た、令和７年度に向けた特別展の事前調査を行いました。資料収集では寄贈・購

入などで合計２８３点を数え年度末資料数は１８，３２７点に上ります。 

特別展の実施 

文学館では特別展「さあみんな、紙しばいの時間だよ！－昭和の教育紙芝居

展－」を開催しました。入館者数は延べ６１日間で１，２４１人でした。関連

事業では、講演を１回行いました。 

美術館では特別展を４本開催しました。特Ⅰは「SEVEN DADA's BABY 再考 ７

人のアヴァンギャルド」（４４日間１，９６３人）、特Ⅱは「現代日本のガラスア
ート ３５人の精鋭がガラスの街・小樽に大集合」（６１日間３，４７５人）、

特Ⅲは「絵画で見る炭鉄港 三人展 伊藤光悦・輪島進一・羽山雅愉」（５９

日間１，７５５人）、特Ⅳは「高橋好子展 人生は遊び」（８２日間３，１２６

人）、観覧者数は延べ２４６日間で１０，３１９人を数えました。関連事業では紙

芝居実演６回、講演会２回、朗読会１回、インタビュー１回、アーティストトー

ク５回、ギャラリートーク２回、パフォーマンス２回、コンサート５回、ワーク

ショップ１回を行いました。 

企画展の実施 

 文学館では「ゲームの中の『物語』ボードゲームと TRPG 展」「ストーリーマ

ップでめぐる 伊藤整の「幽鬼の街」展」「貸本小説と貸本屋の世界展」「口語

短歌と並木凡平」の４本を開催し入館者数は２１５日間で延べ４，３０３人を数

えました。また、企画展関連事業としてトークイベントや講演会などを９回行い

３２９人の参加がありました。令和２年度から幅広い客層獲得を目的に設けた無

料展示コーナーでは１０本の展示を行い延べ４，９７３人（※無料展示が重複す

る場合は延べ期間入館者数とした）の利用がありました。 

 美術館では常設展として中村善策記念ホールと一原有徳記念ホールでそれぞ

れ展示を行いました。 

普及事業 

 文学館では文学散歩を行い室蘭市内の文学碑をめぐるバスツアーを実施し４０

人の参加がありました。また、文学館と総合博物館で共同企画「ストーリーマッ

プでめぐる伊藤整の『幽鬼の街』展」を実施し、似鳥美術館の連携企画も含めた

４会場を巡るスタンプラリーを開催しました。 

美術館・文学館・図書館と北海学園大学とのコラボレーション企画として「“伝

える“を考える。やさしい日本語×文学館/美術館/図書館」を実施し、３館共通

のスタンプシートを配布し、先着でプレゼントを配布しました。また、「ミュージ

アムショップボランティア講座」を６回開催し延べ８６人の参加がありました。

また、市民ギャラリーの空き期間に絵画展を企画し施設の利用促進を図りまし

た。 

広報活動 

文学館では館の活動や研究成果等について文学館報第４８号を６００部、美術

館では美術館報３５号を５００部、３６号を５００部発行しました。また、文学

館・美術館で市内の観光拠点等にポスター・チラシを配布するほか、ホームペー

ジ・Twitter・インスタグラムを活用し広く周知を図りました。 

学校等との連携 

文学館では学校教育と連携した学生短歌コンクールを実施し４２８首の応募

を受けました。また、北海道大学及び北海道教育大学からの博物館実習を受け入

れました。更に文学館・美術館で令和２年度に作成した次世代の子ども向け事前

学習用ガイドブック「ようこそ市立小樽美術館・市立小樽文学館へ」を活用し令

和６年度も市内中学校に配布したほか研修で来樽した小中校生に配布し生徒等

が優れた文学や美術に触れる機会を提供しました。 
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達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 文学館入館者数 9,138 人 5,492 人 6,968 人 9,454 人 8,048 人 12,060 11,000 人 

② 美術館観覧者数 11,524 人 5,599 人 8,726 人 12,838 人 13,548 人 12,586 13,000 人 

③ 
市民ギャラリー利

用率 
80.7% 35.6% 49.6% 77.7% 75.3 81.4 85.0% 

 

目標に対する評価と取組 

① 文学館では、次世代の顧客を獲得する目的で令和２年度に無料展示コーナーを設け、以降毎年無

料展示を企画しています。企画展では小樽にゆかりのある作家と団体の展示を、特別展では市内小

学校や保育所から寄贈を受けた教育紙芝居の展示を実施し、目標年度を超える入館者数を確保する

ことができました。道外及び国外の観光客も見え始め全体的には増加傾向にありますが、今後入館

者数を伸ばして行くには、より魅力ある企画の立案と実施する人員の確保が必要と考えます。 

 

② 美術館では、特別展を４本開催しました。特に特別展Ⅱの「現代日本のガラスアート ３５人の精

鋭がガラスの街・小樽に大集合」は力を入れて取り組みました。目標となる 13,000 人を超えること

はできませんでしたが、基準年度を超える観覧者数を確保することができました。関連事業では講

演会やアートレクチャーを行い文化芸術に触れる機会を提供し観覧者数を伸ばす取り組みをしまし

た。 

  常設展では小樽ゆかりの中村善策と一原有徳を中心に小樽美術館の特色を活かした展示に取り組

んだことも観覧者数を伸ばした要因と考えます。 

また、昨年同様市民ギャラリーの空き期間を利用して小樽にゆかりのある作家の展示を開催する

など市民ギャラリーの利用促進を図りました。観覧者数は目標に向け増加傾向で推移しております

が、今後観覧者数を伸ばして行くにはより魅力ある企画の立案と実施する人員の確保が必要と考え

ます。 

 

③ ４月と１０月にギャラリー利用の一括受付を行っており、ホームページやチラシ等で募集案内を

し、令和６年度も参集での受付を行いました。利用団体も増加し、前年度を超える利用申込者数を

確保することができました。今後の取組としては申込条件（市外在住可など）の緩和などを検討し

広報活動をより活発にして空期間を埋めることが必要と考えます。 

 

主な今後の展開 

  国内をはじめ国外の観光客が増えていることから、今後も増加することが考えられます。また、

令和６年度から実施した入館料のキャッシュレス決済の利用度も上がってきています。文学館・美

術館は文学や美術を見て聞いて触れて感じる場所と考えることから、この状態を維持しつつ、ＩＴ

を活用した新たな見せ方や更なる情報発信を検討する必要があると考えます。 
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目標７  文化芸術の振興と文化遺産の保存活用 

  小樽市の文化芸術活動の場の提供などの支援を行い、文化芸術活動の一層の活性化に取り組みま

す。また、先人が築いた豊かな郷土の文化遺産を保存・活用し、魅力あるまちづくりの推進に取り

組みます。 

施策項目２８  文化芸術活動への支援と市民参加 

  文化団体等への支援や文化芸術活動の発表の場の充実を図るとともに、文化芸術活動を行う人材

情報の発信及び育成を通じて、文化芸術活動への支援と市民参加の拡大に努めます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

「小樽市文化団体協議

会」などの文化団体等

への支援 

 地域に根ざした創造的な文化芸術活動を推進するため、中心的存在として活動

する小樽市文化団体協議会やおたる子ども劇場などへの財政的支援を行いまし

た。 

「小樽市文化祭」など

の文化芸術活動の場の

充実と、団体及び個人

の活動状況に関する情

報発信 

 市民による文化芸術活動の発表の場として、また鑑賞機会の拡充のため、「小

樽市文化祭」を開催し、文化芸術活動の周知に努めました。文化祭全体とし

て、４会場７,４２４人の来場がありました。 

アーティスト・バンク

による人材情報の充実

と、市民の文化芸術に

接する機会の拡大 

 様々な文化・芸術の分野で活動をしているアーティスト（個人・団体）の活動

内容を登録する「アーティスト・バンク制度」の活用を推進するとともに、その

活動状況についてインターネット等を活用した情報発信を行いました。 

アーティスト・バンク登録 １３７団体・個人（令和６年度末現在） 

文化芸術活動を行う人

材の育成と確保 

 伝統文化を継承し発展させていくため、能や箏などの普及・振興に努める団体

等と連携を図るとともに、「文化芸術による子供育成推進事業」（派遣事業）に中

学校５校が応募しましたが、令和６年度は全校不採択となり実施はできませんで

した。 

文化芸術に親しむ機会

の提供と、「レピオフェ

スティバル」などの開

催を通じた市民参加の

拡大 

 「文化芸術による子供育成推進事業」（巡回事業）に中学校１校が参加するな

ど、子どもが文化芸術に親しむ機会を提供するとともに、生涯学習プラザ（レピ

オ）利用者が日頃の活動の発表を行う「レピオフェスティバル」を開催するなど、

文化芸術活動への市民参加の拡大に努めました。 

教育委員会庁舎附属屋

内小運動場の文化・芸

術活動を行う市民等へ

の開放 

生涯学習の振興を図るため、教育委員会庁舎附属屋内小運動場を市民等の文化芸

術活動を行う場所として開放し、８団体、延べ４,１７１人の利用がありました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
「小樽市文化祭」の人口に

対する参加者の割合 
10.0% 2.5% 2.9% 6.2% 6.7% 7.1% 11.0% 

 
② 

「文化芸術による子供育
成推進事業」に参加する小中
学校の数 

16 校 11 校 11 校 6 校 8 校 1 校 20 校 

 

目標に対する評価と取組 

① 「小樽市文化祭」は、昨年と同様の規模で開催し、４会場１４種目の実施となりました。チラシ

配布、ＳＮＳ等での周知を行い、コロナ禍以降来場者数も年々増加傾向にあります。 

② 「文化芸術による子供育成推進事業」は、派遣事業については、５校申請しましたが全校不採択

となったため実施はありませんでした。巡回事業については、２校申請し１校の実施となりました。 

 

主な今後の展開 

  市民に文化・芸術活動への発表及び鑑賞機会の拡充を図り、文化芸術に対する理解を深めるとと

もに、積極的な参加意欲を高めるため、充実した文化祭の開催に努めます。 

  文化芸術による子供育成推進事業については、子どもが伝統文化に触れ、学ぶ機会を充実させる

ため、能や箏などの伝統文化の普及・振興に努める団体等と連携を図るとともに、文化庁等関係機

関の補助事業の周知方法を工夫・検討し、支援に努めます。 
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施策項目２９  文化財など文化遺産の保存と活用 

  歴史文化資源の適切な保存と活用の取組に向けて、国、道やその他の関係機関との連携を図ると

ともに、無形文化財等の保存継承に向けた学びの機会の創出を通じて、文化財など文化遺産の保存

と活用に努めます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

「小樽市歴史文化基本

構想」の理念を踏まえ

た歴史文化資源の適切

な保存と活用 

「小樽市歴史文化基本構想」の策定時の調査で把握された文化遺産の中から、

小樽市指定文化財の候補となっている物件について、調査を行いました。 

無形民俗文化財や無形

文化財の保存継承のた

め児童生徒に学びの機

会を創出するなど、市

民参加の拡大 

 各学校において、市内に伝わる無形文化財（松前神楽、向井流水法、高島越後

踊り、忍路鰊漁撈の行事）等に触れる機会を創出する「民俗芸能伝承事業」は、

4 つの文化財すべてで、文化財とゆかりのある地域の児童生徒を対象とした体験

事業を実施しました。 

歴史的建造物を保全活

用するための国の支援

制度の活用を含めた取

組の調査・研究 

 歴史的建造物を保全活用するための「伝統的建造物群保存制度」や「歴史まち

づくり法」等による国の支援制度の活用を含めた取組について、「小樽市歴史的

風致維持向上計画」の策定に向け、関係部局と連携し「小樽市歴史的風致維持向

上計画庁内検討会議」を２回開催し、「同計画法定協議会」を４回開催しました。 

重要文化財旧日本郵船

株式会社小樽支店の適

切な保存と活用 

 令和６年度の旧日本郵船株式会社小樽支店保存修理工事では、本館内部の漆喰

壁解体及び塗替え、金唐革紙の復原などを行い、全体工事出来高率のうち、請負

工事１００％、監理工事１００％を完了しました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
指定無形文化財･指定無形

民俗文化財の保持団体数 
4 団体 4 団体 4 団体 4 団体 4 団体 4 団体 4 団体 

② 

「民俗芸能伝承事業（旧ふ
るさと教育推進事業）」によ
る、松前神楽、向井流水法、
高島越後踊り、忍路鰊漁撈の
行事の練習会等への延べ参
加児童・生徒数 

805 人 15 人 
0 人 

（中止） 
95 人 223 人 366 人 1,000 人 

 

目標に対する評価と取組 

① 小樽市に所在する指定無形・無形民俗文化財の保持団体数は、令和５年度の４団体から変更はあ

りません。各保存会では、従来の継承活動が行われました。保存会の事業に対する補助金の交付等

を行い、指定無形・無形民俗文化財の保持団体の維持に努めました。 

 

② 「民俗芸能伝承事業」による総合的な学習の時間などを通じた児童生徒への文化財の普及活動に

ついて、４種類の文化財で体験事業を実施しました。体験事業の実施学年や実施校を拡大したこと

により、参加児童生徒数が増加しました。 

 

主な今後の展開  

歴史文化基本構想の理念を踏まえ、市内の歴史文化資源については、所有者などと連携を図りながら、

適切な保存と活用に努めます。特に、無形・無形民俗文化財については、地域住民が中心的な担い手と

なっていますが、少子高齢化の影響による会員の高齢化、後継者不足等といった共通の課題があること

から、補助金交付や民俗芸能伝承事業を通じ、活動を支援していきます。 
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目標８  生涯スポーツ・レクリエーションの振興 

  市民全体のスポーツへの参画を促進するとともに、体育施設の整備と利用促進に努め、市民の誰

もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツに親しむことのできる環境づくりに取り組

みます。 

 

施策項目３０  生涯スポーツ・レクリエーション活動の普及と市民体力の向上  

  誰もがそれぞれの体力や年齢、性別、技術、興味、目的に応じて、スポーツに親しむことができ

る機会の創出に努めます。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

各種スポーツ教室の開催 
教育委員会主催スポーツ教室は、延べ参加人数が７，６０５人となりました。 

指定管理者主催スポーツ教室は、延べ参加人数が４，７１２人となりました。 

学校開放事業の実施 
小中学校屋内運動場開放校は２６校で実施し、利用延べ人数が５２，８１８

人となりました。 

歩くスキー事業の実施 
歩くスキー事業は、開放日数として５８日実施し、ハウス利用延べ人数は、

１，１５７人、スキー貸出延べ人数は、４６２人となりました。 

体力テスト会の実施 体力テスト会は、１回実施し、延べ参加人数が１６人となりました。 

市民歩こう運動の実施 市民歩こう運動は、６回実施し、延べ参加者数は１４１人となりました。 

ニュースポーツの普及 
スポーツ推進委員によるニュースポーツ出前指導は、２件の実施となりまし

た。 

スポーツイベント等への

参加促進（再掲） 

（本掲は「施策項目３１」） 

市民スポーツ大会等は、７月２８日から１１月２３日まで開催し、延べ参加

者数が２，４７３人となりました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
 各種スポーツ教室参加者の
人口に対する割合 

6.5% 4.3% 5.2% 8.0% 7.4% 7.3% 7.8% 

② 市内小中学校の開放校数 ２１校 ２５校 ２６校 ２５校 ２６校 ２６校 ２５校 

③ 
ニュースポーツ出前指導等

の実施件数 
１４件 ０件 ３件 ２件 １件 ２件 ２０件 

④ 
 

成人の週 1回以上のスポーツ
実施率 

24.2% 
 

※基準年度
(R1) 

隔年調査 36.9％ 隔年調査 35.0％ 隔年調査 65% 

 

目標に対する評価と取組 

① 民間プールに委託している水泳教室のほか、総合体育館での各種教室やからまつ公園での歩くス

キー教室など、年間を通じて開催している多様な教室を生涯スポーツ課のＳＮＳで周知するなど、

スポーツ教室参加者の増加につながる取組を行いました。 

 

② 開放が可能な学校は全て供用し、目標校数に達しています。 
 

③ ニュースポーツ出前指導の件数は１件から２件、用具の貸出しについては２件から４件に増加し、

市民がニュースポーツを気軽に体験できる環境の整備に努めました。 
 

④ 成人でも参加できる市主催のスポーツ教室（ヨガ教室、弓道教室）を継続して開催したほか、親

子で一緒に楽しめる親子フラダンス教室の開催や産後ママのバランスボール教室、シニアバランスボー

ル教室など幅広いニーズに対応した教室を開催し、より多くの方にスポーツに触れる機会を増やす取

組を行いました。 
 

主な今後の展開 

  誰もが各々の身体能力やニーズなどに応じてスポーツに親しむことができるよう、スポーツ教室

の開催回数・種目・時間帯の見直しを図り、多様な競技を体験する機会をつくることで新たなスポ

ーツ需要の創出に努め、スポーツ人口の裾野拡大を図ります。また、広報おたるだけでなく、生涯

スポーツ課のＳＮＳを活用するなど、幅広い層へ周知し、参加者を増やしていきます。 
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施策項目３１ スポーツ団体との連携と競技力の向上  

  スポーツ団体と連携した取組を進めるとともに、スポーツ団体への支援を行い、スポーツの振興

と競技水準の向上を図ります。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

市民スポーツ大会の開

催 

市民スポーツ大会は、７月２８日から１１月２３日まで開催し、延べ参加者数

が２，４７３人となりました。 

スポーツ推進委員の人

材の確保と委員の協力

を得た取組の推進 

スポーツ推進委員は１８人確保し、委員の協力を得た取組として、定例委員会

は９回開催し、市民歩こう運動は６回実施し、研修会は３回開催しました。 

スポーツ団体との連携

した取組の推進、支援 

スポーツフェスティバルに係る実行委員会に実行委員として参加し、前日の準

備から当日の運営において職員を派遣し、スポーツ振興に対する取り組みの推

進、支援に努めました。 

各種競技大会の開催に

対する支援 

各種競技大会の開催に対する支援として、少年野球大会、小学生アルペンスキ

ー大会、北海道ユース選手権大会、全道フットサル選手権大会に補助金を支出し

ました。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 
 市民スポーツ大会の参加者
の人口に対する割合 

3.4% 2.2% 1.2% 2.7% 2.8% 2.4% 4.1% 

② スポーツ推進委員数 16 人 16 人 16 人 16 人 16 人 18 人 16 人 

 

目標に対する評価と取組 

① 開催種目数は昨年より 1 種目少ない２２種目となり、参加者数も減少したことから目標を達成す

ることができなかった。 

 

② 推進委員を増やし強化することで、市民へのスポーツに対する関心・意欲を高めることに今後と

も努めて参ります。 

 

主な今後の展開 

  市民スポーツ大会については、現在、競技によっては地方予選会を兼ねている大会もあり、参加

者が限定されることから、市民スポーツ大会実行委員会に対しては、市民誰もが参加できるような

市民スポーツ大会（単独大会）を開催するよう、促して参ります。 

また、スポーツ推進委員会と連携し、子ども体力向上支援事業など、幼少期からのスポーツに親

しむ環境整備に努め、スポーツの推進に取り組んでいきたいと考えています。 
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施策項目３２ 体育施設の整備と利用促進  

  市民のスポーツ活動や健康づくりなどの拠点施設として、安全・安心に利用できるよう、利用状

況などを考慮しながら施設の整備や改修を行うとともに、適正な運営と維持管理に努め、利用促進

を図ります。  

主な取組 Ｒ６の取組（具体的な内容） 

体育施設の整備・改修

と適正な運営・維持管

理による利用促進 

望洋サッカー・ラグビー場のシャワー室のボイラーや桜ヶ丘球場のスプリンク

ラーの他、からまつ公園ハウスのストーブ、天井漏水、給油設備の修繕などを実

施しました。 

総合体育館においては、１階トイレやボイラー室のホットウェルタンク、温水

ボイラー戻管系統逆止弁の修繕の他、トレーニング室やアリーナの天井の蒸気漏

れの修繕を実施しました。 

指定管理者制度導入に

よる体育施設の効果的

かつ効率的な運営 

総合体育館、銭函パークゴルフ場については、引き続き、指定管理者制度を導

入しています。 

プール室を併設した新

総合体育館の整備 

前年度に策定した「小樽市新総合体育館基本計画」を踏まえ、整備事業者を選

定するための入札説明書・要求水準書等の作成を行い、令和７年度１月に入札公

告を行いました。 

体育施設を活用した各

種スポーツ教室の開催

（再掲） 

（本掲は「施策項目３

０」） 

教育委員会主催スポーツ教室を実施し、延べ参加者数は７，６０５人となりま

した。 

指定管理者主催スポーツ教室を実施し、延べ参加者数は４，７１２人となりま

した。 

 

達成目標 
 

指     標 
基準年度 
（Ｈ30） 

 
（R2） 

 
（R3） 

 
(R4) 

 
(R5) 

 
(R6) 

目標年度
（R10） 

① 

 主な体育施設３施設（総合体
育館、高島小学校温水プール、
銭函パークゴルフ場）を利用す
る延べ利用者の人口に対する
割合 

117% 71% 65% 107% 128% 133% 122% 

 

目標に対する評価と取組 

① 総合体育館については、老朽化が進み、修繕箇所も年々増えていますが、予算確保に努め、適宜

修繕を行っていることや高島小学校温水プールでは、生涯スポーツ課職員により室内の塗装を行う

など、支出削減にも努め適切な維持管理を行っております。 

  その結果、３施設ともに、昨年度よりも利用者数が増加しており、利用者の人口に対する割合は

目標値を大幅に上回ることができました。 

 

主な今後の展開 

新総合体育館の整備（建設）については、令和７年１月に入札公告を行い、設計と建設を担う事

業者を公募しましたが、令和７年５月の受付期間までに事業者からの参加表明がなかったため、入

札を中止し、今後の方向性について検討中です。 

手宮公園競技場は、第３種公認競技場の認定更新に向けて、令和７年度に本工事を行います。そ

のほかの体育施設については、令和５年３月に策定した「小樽市スポーツ施設長寿命化計画」に基

づき、整備を進め、適正な運営と維持管理に努め、利用促進を図っていきます。 
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５ 学識経験者の方からの御意見 
小樽市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価にあたっては、学識経験者の知見を活用

するものとされております。 
 小樽市教育委員会の教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する要綱第３条の規定により、学識経

験者として、国立大学法人小樽商科大学・副学長 沼 澤 政 信 氏と、小樽市父母と教師の会連合会会長 

栗 田   徹  氏から、点検及び評価の結果について御意見をいただきました。 
 

国立大学法人小樽商科大学・副学長  沼澤 政信 氏 

【教育委員会の活動状況】 

令和 6 年度の定例会と臨時会は計 18 回の開催で、令和 5年度より臨時会が 3 回増えた。 

学校訪問は、令和 5 年度はインフルエンザの流行により 1校の訪問が中止になり全 11 校、令和

6 年度は小学校 4 校、中学校 4 校の全 8校の訪問が実施された。今年度は訪問数が若干減ったが、

今後も積極的に視察し、授業の様子や施設の状況、経営状況等を把握することに努めて欲しい。 

 

【総合教育会議の開催状況】 

令和 7 年 3 月開催の第 3回総合教育会議で「小樽市不登校対応マニュアル」を作成するに至った

点は高く評価できる。このような児童生徒に関するいじめや不登校の未然防止、早期発見・早期対

応の検討や、教員の働き方・職場環境改善に関する検討は必要性が高いため、今後も市長と教育委

員会との協議を 1 年間に十分な回数を実施して、適切な対応を行って欲しい。 

 

【目標１：未来を創る力の育成】 

（1 確かな学力の育成） 

① 全国学力・学習状況調査において小中学校ともに国語に対する学習意欲(好感)が目標値の

70%前後であることは評価できる。しかし、小中学校ともに数学に対する学習意欲が全道・

全国平均に比べて低い。児童生徒に好感をもてない理由を問い、その回答に基づいて（必要

であれば学習意欲の高い市町村の取り組みを調査して）適切な改善を行って欲しい。 

② 小中学校ともに前年度に比べて改善が見られたことは評価できる。また、「小樽授業づくり

の５つの STEP!!」について Web 上でその内容が確認できるようになり、市民に小樽市の授業

づくりのしかたが伝わるようになったことも評価できる。 

③ 「平日、家庭学習を全くしない」と回答した児童生徒の割合について小学校の割合が増加し

ている。引き続き、「全くしない」と回答した児童生徒が多い学校を訪問し、児童生徒の状

況や心情を把握した上で、前向きに家庭学習に取り組めるよう指導助言することを行って欲

しい。 

（2 特別支援教育の充実） 

小中学校における個別指導計画の作成の割合と特別支援教育コーディネーターの特別支援教育専

門研修を受講した割合がともに 100％であり、4年連続で目標値を達成したことは高く評価でき

る。引き続き、各学校の支援体制の整備等について継続した指導及び助言を行い、かつ特別支援教

育に関する研修講座を開催して、教職員の資質・能力の向上に努めて欲しい。 

（3 国際理解教育の充実） 

① 小樽イングリッシュキャンプおよびウインターイングリッシュスクールの参加人数が、前年
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度に比べて 8 名増えたが、目標値の 130 名には達しなかった。募集時期の工夫のほか、参加

者（や不参加の友人達）の希望する開催形式を知る調査を行い、ぜひ目標値を達成して欲し

い。 

② 前年度の 2.8%から大きく増加して、24.0%となったことは評価できる。令和 10 年度に目標値 

50.0%を実現させるために、引き続き、授業改善に資する研修講座をはじめとした適切な対

応を進めて欲しい。 

（4 理数教育の充実） 

小学校の理科では「理科の勉強が好き」の割合が前年度に比べて増加し、目標の 90.0%を実現し

たことは高く評価できる。しかし、小中学校ともに「算数（数学）の勉強が好き」の割合が前年度

に比べて少々減少、また、中学校の理科では「理科の勉強が好き」の割合が基準年度を下回るほど

に減少している。算数・数学及び理科について興味・関心を持たせる工夫や ICT 機器の利用も考慮

した適切な勉強方法を十分に検討して改善を行って欲しい。 

（5 情報教育の充実） 

① 今後も目標達成に向けて努めて欲しい。「おたるスマート７」のアンケート結果について

は、学校ごとに結果をフィードバックし、名前や顔写真などの個人情報を公開している児童

生徒へ適切な指導、教育を行う必要であろう。 

② 「授業で、PC・タブレットなどの ICT 機器を、ほぼ毎日使用する」という授業コンテンツは

どのようなものかを十分に検討して、そのような授業の実現に向けて小中学校ともに授業の

改善に取り組んで欲しい。 

（6 キャリア教育の充実） 

① 前年度に比べて割合は若干増えたが、基準年度の割合を下回っている状況にある。繰り返し

視聴できる良さを生かしたオンデマンドの進路説明会を行い、積極的に実施方法を工夫した

ことは評価できる。児童生徒が自身をより深く知る機会を積極的に作り、将来の夢や目標の

実現のためには、どの能力を伸ばし、どの能力を新たに獲得すべきかを十分に考えさせる必

要があろう。 

 

【目標２：豊かな心の育成】 

（7 道徳教育の充実） 

道徳教育研修講座において、学習指導要領の趣旨を踏まえ「主体的・対話的で深い学び」の実現

を目指す研修を企画している点は、現代的な学びの方向性に即した有意義な取り組みである。今後

も、講座を通して、授業実践や教材工夫の具体的事例を共有し、各校の取り組みを相互に学べる機

会を設けて欲しい。 

（8 ふるさと教育の充実） 

副読本や各教材を活用した学習を推進し、前年度の 14 校を上回る 18 校で地元企業・人材による

キャリア教育推進に関わる出前授業を実施したことは有意義な取り組みである。また、「地域や社

会で起こっている問題に関心があるか」という質問に対して肯定的回答を得た割合が小中学校とも

に前年度に比べ増加し、特に小学校で目標値を達成したことは高く評価できる。 

（9 読書活動の推進） 

学校図書館司書の配置は、前年度に比べて新たに 1 名増員され、兼務により 21 校（前年度 18

校）に配置された。今後も計画的に増員や兼務を実施して、全ての学校に司書の目が届く体制を実
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現することを望む。 

児童生徒一人当たりの蔵書冊数については、図書購入費の予算を増額したことを一因として、前

年度に比べて 2冊増えて 32 冊となった。児童生徒の興味関心に合った最新の書籍や多様なジャン

ルの本を揃えて、引き続き、読書活動の推進をはかって欲しい。 

（10 体験活動の推進） 

各学校の取り組みにより、①②③のすべての割合が小中学校ともに増加し、特に①と③の中学校

が目標値に達成したことは高く評価できる。今後も地域とともにある学校づくりを推進して欲し

い。 

（11 コミュニケーション能力の育成） 

前年度までは、「言語活動について、国語科だけではなく、各教科、道徳、(外国語活動)、総合

的な学習の時間及び特別活動を通じて、学校全体として取り組んでいますか」という質問に対し

て、「よくしている」「どちらかといえば、している」と回答した学校の割合であったが、今年度よ

り「授業や学校生活では、友達や周りの人の考えを大切にして、お互いに協力しながら課題の解決

に取り組んでいますか」という質問に対して、「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と

回答した児童生徒の割合に変更された。 

「友達や周りの人の考えを大切にする」ことが単に相手の意見に賛成することではなく、「友達

や周りの人の考えに耳を傾け、違いを認め、対話を通じて共によりよい学びや生活をつくる姿勢」

であることを十分に理解させる授業を展開して、目標値の 100%を実現することを期待する。 

（12 いじめの防止や不登校児童生徒の支援の充実） 

① 「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思う」という設問に「当てはまる」と

回答した児童生徒の割合が、小中学校ともに増加したことは高く評価できる。「当てはまら

ない」と回答した児童生徒には、教育相談などを行い、いじめについて正しい理解を促すよ

う引き続き各学校に指導して欲しい。 

② 前年度までは、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の「不登校

児童生徒」のうち、「学校内外の機関等」において相談・指導を受けた児童生徒の割合であ

ったが、今年度は中間見直しにより、全国学力・学習状況調査の児童生徒質問調査等におい

て「困りごとや不安があるときに、先生や学校にいる大人にいつでも相談できますか」とい

う設問について、肯定的に回答した児童生徒の割合に変更された。大人でも皆が上司・先輩

に相談することができるかと言えばそうではない現実があるため、目標値の 100%の実現は大

変難しいものと予想される。 

児童生徒が「困りごとや不安を先生や学校の大人にいつでも相談できる」と感じられるため

には、大人と児童生徒の信頼関係の構築と相談環境の整備が不可欠である。それらを実現す

るための方策を十分に検討して欲しい。 

 

【目標３：健やかな体の育成】 

（13 体力・運動能力の向上） 

① 体力合計点について、小中学校男女すべてで前年度より減少している。また、小学校男女は

前年度に全国平均値を上回ったが、今年度は全国平均値以下になり残念である。引き続き、

授業以外での運動時間を確保する（運動習慣をつくる）取り組みを推進して欲しい。 

② 1 週間に運動やスポーツの総運動時間が 60 分以上である割合が、小学校の男子を除き、基準
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年度（H30）を下回っている。運動時間をとれない（とらない）理由を明らかにして、適切

な改善策を検討して欲しい。 

（14 食育の推進） 

「朝食を毎日食べていますか」の質問に対する「食べている」及び「どちらかといえば食べてい

る」の回答の割合が前年度より若干増えたことは評価できる。しかし、全道・全国平均よりも下回

っている状況にあるので、引き続き、啓発を行うとともに、朝食をとらない理由を明らかにして適

切な対応を行って欲しい。 

また、食に関する指導の実施校の割合が前年度と比べて増加したことは評価できる。目標値の

100%の実現のために、栄養教諭を増員して食育指導の学校派遣の回数を増やすことを期待する。 

地産地消の給食メニューの品目数が目標値を大幅に超えたことは高く評価したい。次年度以降も

目標値達成を継続することを期待したい。 

（15 健康教育の充実） 

3 年連続で、全ての小中学校において、外部講師の活用による薬物乱用防止教室の実施、および

学校保健委員会を年間に複数回開催することができ、目標値を達成したことは高く評価できる。今

後も継続されることを期待する。 

 

【目標 4：家庭・地域との連携・協働の推進】 

（16 家庭教育支援の充実） 

家庭教育支援に関する講座等の延べ受講者数が、前年度に比べて大きく減少した。目標値の約

1/5 にあたる人数である。少子化による対象者の減少も一因と考えられるが、アプリや動画配信等

のインターネットサービスにより家庭教育をサポートしている保護者も多くなっていると聞くの

で、保護者の求める講座を知るためのニーズ調査や講座を受けない保護者の方々の参加しない・参

加できない理由の調査を実施し、適切に対応することが望まれる。 

（17 学校と地域の連携・協働の推進） 

① 前年度まで「コミュニティ・スクールを導入している学校の割合」であったが、今年度より

「コミュニティ・スクールの活動推進のための研修会に参加している学校の割合」に変更に

なった。今年度、3 校が不参加ということなので、不参加の理由を明らかにして、研修内容

や開催時期を検討して、原則参加の体制を整えて欲しい。 

② 「樽っ子学校サポート事業」の参加児童生徒数は、令和 5年度に約 2000 人の増加で目標値

まで残り約 1000 人と迫ったが、今年度は大幅に減少して、令和 4 年度の人数と同程度に戻

った。早急に原因を究明して適切な対応をして欲しい。 

 

【目標 5：学びと育ちをつなぐ学校づくりの実現】 

（18 学校段階間の連携・接続の推進） 

近隣等の中学校（小学校）教育課程の接続や、教科に関する共通の目標設定など、教育課程に関

する共通の取組を実施した小学校の割合が、前年度に比べて増加していることは評価できる。中学

校は令和 4 年度、令和 5年度ともに 100%であったが、今年度は 10%弱の減少となった。引き続き、

小中学校の連携・接続の強化の重要性、必要性を伝え、各学校間の連携を促進して欲しい。 

（19 教育環境の整備・充実） 

トイレの洋式化は、目標達成に向けて毎年着実に進捗している。また、配管や内装等を含めた全
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体改修(多目的トイレ新設を含む)を実施したことにより、トイレの衛生環境が大幅に改善されたこ

とは大変望ましい。 

新 JIS 規格の教室机に順次更新を進めて快適な学習環境を提供することを継続的に行っているこ

とや、近年の暑さに伴う熱中症対策として小中学校の普通教室等へ冷房設備を整備したことは高く

評価できる。 

（20 教職員の資質・能力の向上） 

他校の公開研究会への参加教員の延べ人数が、前年度より 90 人ほど増加したことは評価できる

が、目標値までにほど遠い。「研修の充実のために、集合形式と ICT 機器を活用したオンライン、

オンデマンドなど実施方法を工夫する」とのことなので、今後も教職員の求めるニーズを調査した

上で研修コンテンツの充実をはかり、研修や研究会の取り組みを続けて欲しい。 

（21 学校運営の改善） 

45 時間以上時間外勤務を行う教員の割合が前年度より若干増加している。業務 DX、教育 DX のも

とに教職員の意識改革や業務の見直し、ICT リテラシー向上のための研修の実施などを順次進めて

いく必要がある。教員の心身の健康維持をはかるためにも、業務内容・業務時間の調査を積極的に

実施して、早急に適切な対応をとることを期待する。 

（22 学校安全教育の充実） 

通学路の安全マップを学級活動等での指導の際に活用した学校の割合、警察など地域の関係機

関・団体等と連携し、児童生徒が体験的な活動を伴う交通安全教育を実施した学校の割合ともに、

今年度も目標値 100%に達しなかった。活用していない、実施されていない学校について、なぜ活

用しないのか、なぜ実施しないのか、また、他の方法で、防犯、災害安全（防災）、交通安全、生

活安全等の教育が適切に実施されているのかを確認し、目標値 100%を達成できるよう取り組んで

欲しい。 

 

【目標 6：生涯各期における学習機会の充実】 

（23 「学び」と「活動」の循環の推進） 

前年度と比べて、「学校支援ボランティア」、「おたる地域子ども教室」の回数が減少したこと、

および「おたる地域子ども教室」が 8 校から 5校に減ったことは少々残念である。今後も市民の多

様なニーズに対応した学習機会の提供と各種事業の積極的な取り組みを行うことを期待する。 

（24 生涯各期における学習機会の充実） 

「市民大学講座、はつらつ講座」の人口に対する参加者の割合が目標値 1.2%を達成した前年度

よりもさらに増加したことは高く評価できる。引き続き、市民の学習機会の充実に努めて欲しい。 

（25 図書館の利活用の促進） 

図書の貸出し冊数は前年度と同様、利用者数および利用登録者数は前年度より増加したことは評

価できる。 

図書館窓口にて道立図書館利用登録が可能となり、道立図書館 HPからの申請で電子図書館の閲

覧や所蔵資料のインターネット予約貸し出しサービスが利用できるようになったこと、また、効果

的な図書館サービスの展開のため今年度から利用者アンケート調査を開始し、市民ニーズの把握に

努めていることは高く評価できる。 

（26 総合博物館の利活用の推進） 

今年度、資料等利用数は減少したものの、入館者数および各種普及講座の実施件数が目標値を達
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成したことは高く評価できる。引き続き、来館者の多くが楽しめる工夫を積極的に行うことを期待

する。 

（27 文学館・美術館の利活用の促進） 

前年度に比べて文学館入館者数および市民ギャラリー利用率が増加したことは評価でき、特に文

学館入館者数は目標値を上回った。一方、美術館観覧者数が 1000 人ほど減少して目標値を下回っ

たことは残念である。今年度から導入されたキャッシュレス決済は、外国人観光客のみならず国内

の観光客にも多く利用され、それに伴って文学館・美術館の利用が促進されたことは高く評価でき

る。 

 

【目標 7：文化芸術の振興と文化遺産の保存活用】 

（28 文化芸術活動への支援と市民参加） 

「小樽市文化祭」の参加者の割合が増加したことは評価できる。しかし、「文化芸術による子供

育成推進事業」(派遣事業)に中学校 5 校が応募したが全校不採択となり実施ができず、「文化芸術

による子供育成推進事業」(巡回事業)には 2 校申請し 1 校のみ実施となり、結果的に「文化芸術に

よる子供育成推進事業」に参加する小中学校の数が 1 校となったことは大変残念である。引き続

き、子どもが伝統文化に触れ、学ぶ機会を充実させることに努めて欲しい。 

（29 文化財など文化遺産の保存と活用） 

「民族芸能伝承事業」による総合的な学習の時間などを通じた児童生徒への文化財の普及活動に

ついて、前年度同様に 4種類の文化財で実施して、体験事業の実施学年や実施校を拡大したことに

より、参加児童生徒数が前年度に比べて 150 人弱増加したことは高く評価できる。指定無形・無形

民俗文化財は単なる「文化遺産」としてだけでなく、社会に活かされ、未来へとつながる「生きた

文化」として継承すべきであろう。会員の高齢化、後継者不足等の課題については早期解決をはか

るためにも十分な活動支援を継続的に行って欲しい。 

 

【目標 8：生涯スポーツ・レクリエーションの振興】 

（30 生涯スポーツ・レクリエーション活動の普及と市民体力の向上） 

各種スポーツ教室参加者数が少々減少しているが、幅広いニーズに対応した教室を開催し、より

多くの方にスポーツに触れる機会を増やすことで、スポーツに取り組む人の裾野を広げることに注

力していくとのことなので、今後の成果を大いに期待する。また、広報おたるだけではなく、SNS

を活用して幅広い層へ周知して、参加者を増やす試みの成果も期待する。 

（31 スポーツ団体との連携と競技力の向上） 

今年度は、開催種目数が前年度より 1 種目少ない 22 種目となり、参加者数も減少したため、前

年度よりも割合が減少している。市民誰もが参加できるような市民スポーツ大会(単独大会)を開催

することを促すとのことなので、その成果を期待する。 

（32 体育施設の整備と利用促進） 

主な体育施設 3施設を利用する延べ利用者の人口に対する割合が前年度より増加して目標値を

11%も上回ったことは高く評価できる。新総合体育館の整備（建設）は難航しているが、今後も適

正な運営と維持管理に基づき体育施設の整備と利用促進に努めることを大いに期待する。 
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小樽市父母と教師の会連合会会長  栗田  徹 氏    

目標１ 未来を創る力の育成 

施策項目１ 確かな学力の育成 

①：５年前と比較し、国語についてほぼ目標達成している点は評価します。一方、算数・ 数学につい

ては伸び悩んでいる理由を検証し改善に勤めていただきたい。 

③：「平日、家庭学習を全くしない」ということは宿題がない学校があるということか。 宿題も提出

しないということであれば、個別に対応していただきたい。 

施策項目２ 特別支援学級の充実 

①②：４年間１００％を維持していることは高く評価します。幼保小とのより一層の連携を図り、さ

らに充実した取り組みをお願いします。 

施策項目３ 国際理解教育の充実 

小樽商科大学との連携が実施できなかったのは非常に残念です。留学生に協力いただける時期を踏ま

え、長期休暇以外の開催も視野に入れて再度検討していただきたい。 

②：英語科教員の授業力向上に向けての取り組みは望ましいが外国語という特性上、教員の負担増に

対するケアも必要と考えます。ＡＬＴの増員や普段の授業でＡＬＴと共に学ぶ頻度を増やすという方

向性での目標達成も検討していただきたい。 

施策項目４ 理数教育の充実 

①：毎年多少の増減で推移している中、次年度以降も同様の取り組みで改善するものか疑問が残りま

す。 

②：Ｒ６年度は中学校で数値が下がったが、推移としては改善傾向であり取り組みの成果が現れてい

るものと評価します。 

施策事項５ 情報教育の充実 

①：否定的な回答をした児童生徒には個別に対応、指導が出来るような仕組みが必要であると考えま

す。 

②：小学校と中学校で大きな開きがあります。中学校での端末を利用した効果的な授業づくりについ

て検討していただきたい。 

施策項目６ キャリア教育の充実 

③：３年間１００％達成は高く評価します。①、②の目標達成のため、職場見学・体験は発達の段階

に応じて複数回実施することも検討していただきたい。それに伴い、受け入れ企業や講師については

選定に苦労しないように、また学校間で差が生じないように配慮していただきたい。 

 

目標２ 豊かな心の育成 

施策項目７ 道徳教育の充実 

②：自己肯定感を高める取り組みについては積極的に行なっていただきたい。 

施策項目８ ふるさと教育の充実 

②：地域の人とのつながりから小樽への理解を深める、よさを実感できる、というのは素晴らしい教

育活動だと考えます。１００％の実施を継続していただきたい。 

施策項目９ 読書活動の推進 

②：毎年順調に割合が増加していることについては高く評価します。子どもたちにとって魅力的で適

切な読書環境が整備されることを望みます。 

50



 

施策項目１０ 体験活動の推進 

③：ボランティア活動への促しを行い、中学校での割合が高まっていることは高く評価します。複数

のボランティア活動を提示し、児童生徒が自ら選んで参加する。１年間を通してそのような環境が常

にあることが望ましいと考えます。また活動への参加者を把握し、「褒める」機会を創出するなど子ど

もたちの意欲を高める仕組みも効果的であると考えます。 

施策項目１１ コミュニケーション能力の育成 

①：ＳＮＳの普及により、対面でのコミュニケーション能力の育成は重要性を増していると考えます。

学校生活だからこそできる、より良い人間関係を形成するための力を育む取り組みをこれからも継続

していただきたい。 

施策項目１２ いじめの防止や不登校児童生徒の支援の充実 

①：否定的は回答をした児童生徒には個別に対応し１００％を達成していただきたい。  

②：全ての不登校児童生徒が「学校内外の機関等」において相談・指導を受けることが出来たことは

評価できます。ただ不登校児童生徒数は増加傾向にあります。不登校の契機となった事象については

検証、更には解決までのアプローチが必要であり、各学校における指導方法や指導体制についてはさ

らに工夫・改善を図る必要があると考えます。  

 

目標３ 健やかな体の育成 

施策項目１３ 体力・運動能力の向上 

②：塾や習い事でそもそも時間がないという可能性もある。短い時間でも取り組めるような具体的例

を提示し、子どもたちが生活スタイルにあわせて取り入れられる様にするなどの工夫も必要であると

考えます。 

施策項目１４ 食育の推進 

③：①の結果から中学生になると朝食を取らなくなる生徒が一定数いることが読み取れるので、中学

校でも食に関する指導は実施していただきたい。 

④：毎年品数が増えており、ふるさと教育にもつながる素晴らしい取り組みであると高く評価します。 

「食に関する指導の実施」の中で触れられているかもしれませんが、残食については社 会・環境問題

にもつながる重要な事項であると考えますので、積極的に学びの機会を提供していただきたい。 

施策項目１５ 健康教育の充実 

①：外部講師の活用は専門性、信頼性の面から非常に有効であると考えます。引き続き１００％を継

続していただきたい。 

 

目標４ 家庭・地域との連携・協働の推進 

施策項目１６ 家庭教育支援の充実 

①②：保護者にとっても子どもたちにとっても非常に有意義な取り組みだと考えます。それだけに参

加者が減少しているのが残念です。講座内容の見直しやＳＮＳを利用したＰＲなど参加者増に向けて

検討していただきたい。 

施策項目１７ 学校と地域の連携・協働の推進 

①：全校にコミュニティ・スクールが設置されたことは高く評価します。ただ、学校ごとに会議の内

容や活動内容に差があると感じています。コミュニティ・スクールの研修会については、教職員だけ

ではなく、構成委員にも参加を促し、今一度コミュニティ・スクールのあり方について学ぶ機会を創
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出することを検討していただきたい。 

②：参加者が極端に減った原因について検証し、適切な対応を行なっていただきたい。 

 

目標５ 学びと育ちをつなぐ学校づくりの実現 

施策項目１８ 学校段階間の連携・接続の推進 

幼保小連携研修講座は素晴らしい取り組みであり、特に支援を必要とする子どもにとっては不可欠で

あると考えます。引き続きの実施と、情報共有や連携についての更なる充実を望みます。 

①：４年間１００％を継続していることは高く評価します。 

②：中学校が減少したことについて、小中の連携において非常に重要な取り組みでありますので原因

を検証し再びの１００％達成に向けて改善を求めます。 

 

施策項目１９ 教育環境の整備・充実 

②：毎年着実に改修が行われていることは高く評価します。このまま目標達成に向けて進めていただ

きたい。 

③：端末数の減少を児童生徒数の減少で補っているという内容であるが、仮に端末数が不足する事態

になった場合には、追加の購入を行い１人１台端末の維持は継続していただきたい。 

冷房設備について、近年の暑さにより屋外での授業が制限される状況があることから、体育館への設

置についても検討していただきたい。 

施策項目２０ 教職員の資質・能力の向上 

④：近年、教職員による事件が大きく取り沙汰されることが増えているので、法令遵守や服務規律に

ついては特に力を入れて進めていただきたい。 

施策項目２１ 学校運営の改善 

①：特別支援教育支援員や部活指導員の配置などの取り組みは評価するが、数値として改善されてい

ないことについては、引き続き検証し対応していただきたい。また、それと合わせて持ち帰りの業務、

自宅での仕事時間についても調査が必要であると考えます。  

施策項目２２ 学校安全教育の充実 

②③：実施していない学校があるのはどのような理由か検証し、子どもたちの安心安全のために１０

０％実施を達成していただきたい。 

 

目標６ 生涯各期における学習機会の充実 

施策項目２３ 「学び」と「活動」の循環の推進 

①：地域との連携は途切れなく続けて、お互いの関係性を高めていくことが重要であると考えます。

引き続きの取り組みを望みます。 

施策項目２４ 生涯各期における学習機会の充実 

①②：共に増加していることについて、Ｗｉ‐Ｆｉの整備や生涯学習アドバイザーの設置など市民の

ニーズに対応しているものと高く評価します。市民の貴重な学習機会でありますので、時代に合わせ

た柔軟な対応とさらなる充実を望みます。 

施策項目２５ 図書館の利活用の促進 

①②③：コロナ禍で減少した利用者を増加させている様々な取り組みについて、高く評価します。Ｒ

６年度から始めたアンケートの結果を踏まえ、図書館利活用の促進を進めていただきたい。 
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施策項目２６ 総合博物館の利活用の推進 

④：毎年着実に増加していることについて高く評価します。来場者の属性分析等、入館者増の要因を

調査し、普及事業や企画展等の各種取り組みに活かしていただきたい。 

施策項目２７ 文学館・美術館の利活用の促進 

子どものうちから文学や美術に触れる機会を多く提供していただきたい。子どもたちに とって魅力の

ある企画展や普及事業の実施を望みます。 

 

目標７ 文化芸術の振興と文化遺産の保存活用 

施策項目２８ 文化芸術活動への支援と市民参加 

「文化芸術による子供育成推進事業」に５校希望したにもかかわらず不採択となったのは残念です。

直近２年間採択実績がない学校が優先されるということですので、過去の採択状況に応じて応募を呼

びかける、応募実績のない学校についても働きかける等、子どもが伝統文化に触れる貴重な機会を１

回でも多く創出していただきたい。 

施策項目２９ 文化財など文化遺産の保存と活用 

②：年々増加していることについては評価します。目標達成に向けて、「文化財とゆかりのある地域」

以外の学校にも間口を広げ実施していただきたい。 

 

目標８ 生涯スポーツ・レクリエーションの振興 

施策項目３０ 生涯スポーツ・レクリエーション活動の普及と市民体力の向上 

③：体育の授業、体育祭の種目としての働きかけや、ＰＴＡの行事やイベントとしてＰＴＡ宛に案内

を出すなど、学校単位への働きかけも検討していただきたい。 

施策項目３１ スポーツ団体との連携と競技力の向上 

①：引き続き「市民誰もが参加できるような市民スポーツ大会」の実現に向けて、取り組みを進めて

いただきたい。 

施策項目３２ 体育施設の整備と利用促進 

①：年々増加していることについては高く評価します。今後も必要な整備改修を行い、安心安全な施

設の維持管理を望みます 
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参 考 法 令 等 
 
 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 
（事務の委任等） 

第２５条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一

部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 

⑴ 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

⑵ 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

⑶ 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 

⑷ 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他

の人事に関すること。 

⑸ 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

⑹ 第２９条に規定する意見の申出に関すること。 
３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第１項の規定により委任された事務又

は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。 
４ 教育長は、第１項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務

局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員（以下この項及び

次条第１項において「事務局職員等」という。）に委任し、又は事務局職員等をして臨時に

代理させることができる。 
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委

任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 
２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。 
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○小樽市教育委員会の教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する要綱 
 

制  定 平成20年12月25日  
一部改正 平成23年８月９日  
一部改正 平成27年７月30日  
一部改正 令和３年７月30日  

 
 
 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。

以下「法」という。）第２６条の規定に基づき、効果的な教育行政の充実に資するとともに、市

民への説明責任を果たすため、小樽市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が実施する教

育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、必要な事項を定めるものとす

る。 
 （点検及び評価の対象及び時期） 

第２条 点検及び評価の対象は、教育委員会の活動状況、小樽市教育推進計画に基づき執行され

る事務及びその他教育に関する事務とする。 
２ 点検及び評価は、毎年度、前年度の前項に規定する事項について行うものとする。 
 （知見の活用） 

第３条 法２６条第２項に定める学識経験を有する者の知見を活用するため、点検及び評価の結

果について、学識経験者から意見を聴取するものとする。 
２ 前項の学識経験者は、２名以上とし、学校教育分野及び社会教育分野のどちらか一方に専門

が偏ることのないよう選出するものとする。 
３ 学識経験者の選任は、教育長が行う。 
 （議会報告等） 

第４条 教育委員会は、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを小樽市議会に提出

するとともに、公表するものとする。 
 （庶務） 

第５条 点検及び評価の実施に関する庶務は、教育総務課において行う。 
 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
   附 則 

 この要綱は、平成２０年１２月２５日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２３年８月９日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年７月３０日から施行する。 

 附 則 
 この要綱は、令和３年７月３０日から施行する。 
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